
（平成２１年７月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 31 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 20 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 61 件

国民年金関係 22 件

厚生年金関係 39 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3018 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年４月から 57年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私の国民年金に関する手続はすべて妻が行ってきた。妻によれば、「時期

については覚えていないが、区役所で国民年金保険料の納付について相談し、

その後、それまで未納だった２年分ぐらいの納付書が夫婦分一緒に送付され

てきたので、古い期間から１年間ぐらいは夫婦二人分を納付したが、手持資

金（17 万円）の関係から、二人分支払えない期間は夫の分を優先して納付

したことを記憶している。」としている。 

    妻の話からすると、私の保険料は少なくとも２年間は納付されていなけれ

ばならないところ、納付済期間が１年３か月しか無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の保険料納付を担っていた申立人の妻は、「時期は覚えていないが、

当時手持ちの 17 万円で夫婦二人分の未納保険料のうち、夫の２年分ぐらいと

私の１年分ぐらいをまとめて納付した。」と申し立てている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号は、

昭和 57 年１月に払い出されていることが確認できるところ、申立人及びその

妻の特殊台帳をみると、手帳記号番号が払い出される以前の 55年１月から 56

年３月までの国民年金保険料について、申立人は 57年 12月に、妻は 58年１

月にそれぞれ過年度納付していることが確認できることから、当時未納であっ

た申立期間についても、過年度納付書が同時期に発行され、申立人に送付され

ていたと考えられる。 

また、過年度納付した保険料額は夫婦合わせて 11 万 280 円となり、申立人

に係る申立期間の保険料５万 4,000円を加えると 16万 4,280円となることか

ら、17 万円弱をまとめて納付したとする申立人の妻の記憶とおおむね一致す



る。 

さらに、申立人の妻は、「送付された納付書により、さかのぼって納付でき

る期間のうち、古い期間の保険料を先に支払い、残金より夫の分を優先して納

付したので、自分の申立期間については納付していないと思う。」と述べてい

て、申立期間における自らの保険料については、納付していない旨を認めてお

り、いたずらに納付を申し立てているものではないと認められる上、申立内容

には具体性があり、整合性も取れている。 

加えて、申立期間は１回で、かつ、12か月と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3019 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年２月及び同年３月の国民年金保険料(付加保険料を含

む。)については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年２月及び同年３月   

昭和 48 年当時は、専業主婦で国民年金に加入はしていなかったが、子供

の友達のお母さんに勧められて国民年金に加入した。市役所で加入手続をし

た時に付加年金にも加入した。その場で付加保険料を含めて保険料を納付し

て、窓口で手書きの領収書をもらった記憶がある。しかし保険料額の記憶は

無い。申立期間の２か月の保険料が未納とされているが、国民年金に加入し

ている期間はすべて納付しているはずである。  

    申立期間が未納とされていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、子供の友達のお母さんに勧められて国民年金に加入した。市役所

で加入手続をした時に付加保険にも加入した。その場で付加保険料を含めて保

険料を納付して、窓口で手書きの領収書をもらった記憶があり、申立期間の保

険料を納付したと申し立てている。 

 そこで、申立人の納付記録をみると、その夫が厚生年金保険被保険者であっ

たが、昭和 48年２月 28日に任意で国民年金に加入し、申立期間以降の、国民

年金保険料をすべて納付している上、同年４月から 54 年１月までの期間及び

60年４月から 61年３月までの期間は付加保険料も含めて完納し、納付意識の

高さがうかがえる。 

 また、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、資格記録欄には、「資格取

得」昭和 48 年２月 28日、「所得比例保険料を納付する者となる申出」同年２

月 28 日と日付の記入が見られ、申立期間に係る同年２月の印紙検認記録欄に

は、「所得比例」と記載されたスタンプが押されている。 

 これらの記載は、申立人が昭和 48 年に市役所に行き、所得比例保険料を含



む国民年金任意加入の申込みをしたとする申立人の陳述内容と符合する。 

さらに、申立期間は２か月と短期間であるとともに、申立人が任意で所得比

例保険を含む国民年金任意加入を申し出ながら、その保険料を納付しなかった

と考えるのは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料（付加保険料を含む。）を納付していたものと認められる。 

 



                      

 

大阪国民年金 事案 3020 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、昭和 49 年４月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月 

    私は、夫と相談し国民年金に加入することを決め、昭和 51 年１月以降に

夫がＡ市役所に厚生年金証書を持って加入手続に行ってくれた。 

    任意加入手続と、加入していなかった強制加入期間の手続もし、未納期間

をすべて納付した。その時支払った期間のメモが厚生年金証書の裏に残っ

ている。 

    未納期間は続いているのに、一月だけ支払わないはずは無い。年度の切り

替わる時でチェック漏れは無かったのか。未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の夫が、昭和 51 年１月以降にＡ市役所で任意加入の手続

と一緒に、過去の強制加入期間の加入手続と未納とされている保険料をすべて

納付したと申し立てている。 

   そこで、申立人のＡ市の被保険者名簿をみると、昭和 50 年５月に任意加入

手続を行った際、過去の強制加入期間についても適正に手続を行っていること

が確認でき、この時点で申立期間は過年度納付の対象期間となることが分かる。 

   また、Ａ市の被保険者名簿及び社会保険庁の特殊台帳から、昭和 46 年 10

月から49年３月までの保険料を50年５月に特例納付及び過年度納付の組み合

わせにより納付していることが確認できるが、当時、Ａ市では、過年度納付書

を発行する場合、分割納付の希望が無い限り期間をまとめて作成しており、申

立人が、続く１か月だけ別の納付書を依頼したとは考え難く、48 年１月から

49年４月までの過年度納付書が発行されたもとのと推定できる。 

さらに、申立期間は１か月と短期間であり、同じ過年度納付期間中の１か月



                      

 

分の保険料だけをあえて納付しなかったと考えることは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。 



                      

 

大阪国民年金 事案 3021 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 10 月から 40 年３月までの期間及び 41 年４月から 42

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 40年３月まで 

             ② 昭和 41年４月から 42年３月まで 

元妻が私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保険料を納付し

てくれていた。元妻は、自分の保険料と私の保険料を一緒に納付してい

た。 

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その元妻が自分の国民年金保険料と申立人の国民年金保険料

を同時に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人及びその元妻の納付記録をみると、社会保険庁の記録か

ら、申立人及びその元妻の国民年金手帳記号番号が昭和 36 年７月 10 日に

連番で払い出され、申立人については、申立期間を除く期間の保険料がす

べて納付済みとされ、申立人の元妻については、40年４月から 41年３月ま

での期間を除く期間の保険料がすべて納付済みとされていることが確認で

き、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人の元妻の納付記録をみると、申立人の元妻の所持する国民

年金手帳及び領収証書並びに社会保険庁の記録から、申立期間①及び②の

保険料は過年度納付がなされたものと推定でき、申立人及びその元妻の納

付意識の高さに鑑
かんが

みれば、申立人自身の申立期間①及び②の保険料につい

ても過年度納付がなされたと考えるのが自然である。 



                      

 

さらに、申立人の元妻の未納とされている昭和 40 年４月から 41 年３月

までの納付記録についても、申立人の元妻が所持する国民年金手帳を見る

と、同期間の印紙検認記録欄には保険料納付があったことを示す検認印が

押されており、社会保険庁の記録に事務的過誤が認められる。 

加えて、申立期間はいずれも短期間であるとともに、申立期間①及び②

は、申立人の元妻の記録管理に過誤があった前後の期間であり、申立人の

記録管理にも何らかの事務的過誤があったことも否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

 

大阪国民年金 事案 3022 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 48年３月まで 

信用組合の方に国民年金の加入を勧められ、昭和 48 年ごろに加入した。

加入時に 60 歳までの期間が不足するので、７年から 8 年分の保険料を、一

時払いするようにと言われ、信用組合の方に現金で一時払いした。一時払い

後からは、市の集金人に定期的に納付した。ねんきん特別便を見ると、一時

払いした期間が未納と分かり納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48年ごろに加入し、60歳までに不足すると言われた７年か

ら８年分の保険料をまとめて納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、市の被保険者名簿、社会保険庁及び申

立人が所持する年金手帳のいずれの記録においても、昭和 48年３月 16日付け

任意加入として初めて資格を取得していることが確認できるほか、申立人に係

る保険料集金事務を担っていた国民年金事務組合であるＡ組合の被保険者台

帳においても同様の記録となっている。この場合、申立期間のうち、昭和 48

年２月以前については未加入期間となるため、制度上、保険料は納付すること

はできない。 

また、任意加入はさかのぼって加入することはできないことから、加入手続

は資格取得日である昭和48年３月 16日になされたものと推定でき、この場合、

加入手続時点では、申立期間のうち、45年 12月以前については、時効の成立

により、既に保険料は納付できない期間になっている。 

さらに、申立人が所持する年金手帳の昭和 47 年度の印紙検認記録欄を見る

と、昭和 48 年２月以前の欄には未加入期間を意味する「納不要」の押印が認



                      

 

められ、納付記録と符合している。 

加えて、申立人に対して、別の手帳記号番号による納付の可能性を確認する

ため、別読みを含めた氏名検索のほか、申立期間当時の住所地を管轄する社会

保険事務所において、同払出簿の縦覧調査を行ったがその存在をうかがわせる

事情は見当たらなかった。 

一方、申立期間のうち、昭和 48 年３月についてみると、直後の期間は現年

度納付であることが市の被保険者名簿から確認できるほか、申立人は、任意加

入期間 157 か月を含む国民年金加入期間 233 か月のうち、この月を除く 232

か月の保険料は納付済みであることが社会保険庁の記録から確認でき、納付意

識の高さがうかがえる。 

また、申立人に係るＡ組合の被保険者台帳を見ると、昭和 48 年３月はいっ

たん収納の記録がなされた形跡が確認できる上、社会保険庁の特殊台帳には催

告の形跡は認められない。 

さらに、申立人は夫が厚生年金保険被保険者であった昭和 48年３月 16日に

自らの意思により任意で加入している点を踏まえ、申立人の納付意識の高さに

鑑
かんが

みると、この月のみを未納としたまま、直後の期間から現年度納付を開始

するのは不自然であり、直後の期間と同様に現年度納付していたと考えるのが

自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 48年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

 

大阪国民年金 事案 3023  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年４月から 50年３月までの国民年金保

険料については納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年７月から 50年３月まで                                   

昭和 42年 12月ごろ、当時私は夫と一緒にＡ業を始めていたが、今後も会

社勤めはしないだろうという見通しがあったので、夫と一緒にＢ市役所で国

民年金の加入手続をした。年金課の人から今なら 20 歳の時点にさかのぼっ

て保険料を納付できると言われたので、加入当初私も夫も２年ほどさかのぼ

って納付し、その後はおおむねその年度の保険料を定期的に納付していた。

保険料は市の年金課から送られてくる納付書によって、私が夫の分も一緒に

市役所または郵便局で納付していた。加入当初の保険料額は月額 200円ぐら

いだったと思うが、当初はさかのぼって２か月ほどまとめて月々400 円ぐら

い納付していたと思う。夫が 65 歳になって年金を受給するとき、年金額が

予想より少なかったので、私が夫婦の過去の年金記録を調べてみると、納付

したはずの期間が未納とされていた。報道で年金の記録漏れが数多くあるこ

とを知り、私たちの場合も記録漏れがあるとしか思えないので、調査をお願

いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42年 12月ごろ夫と一緒に夫婦二人分の国民年金の加入手続

を行い、その際２年ほどさかのぼって保険料を納付し、加入後はおおむね定期

的に保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、昭和 50年 11 月 15日に夫婦一緒

に夫婦二人分の加入手続を行っていることが市の被保険者名簿から確認でき、

この点は通常加入手続から数週間程度経過後に処理される国民年金手帳記号

番号払出簿の払出日が同年 12月 22日になされていることと符合している。こ

の場合、加入手続時点では、申立期間のうち、48 年３月以前の保険料は、時

効の成立により、既に納付できない期間になっているほか、42年 12月ごろに

加入手続を行ったとする申立人の陳述とは符合しない。 



                      

 

また、申立人は納付方法として納付書を用いての納付しか経験したことが無

く、印紙検認方式による納付の経験が無いと陳述している。一方、市では、申

立期間のうち、昭和 49 年３月以前については、印紙検認方式により保険料を

収納しており、加入時に２年程さかのぼって納付した後は、おおむね定期的に

現年度納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立期間の夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立人

の夫の納付記録をみると、申立期間のうち、昭和 48 年３月以前については未

納とされていることが社会保険庁の納付記録から確認できる。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を確認するため、社

会保険事務所において氏名検索及び申立期間に係る国民年金手帳記号番号払

出簿の縦覧調査を実施するも、その存在は確認されなかったほか、申立期間の

うち、昭和 48 年３月以前に係る保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当

たらなかった。 

一方、申立期間のうち、昭和 48年４月から 50年３月までの２年間について

みると、夫婦二人分を一緒に納付したとする申立人の夫は納付済みであること

が社会保険庁の記録から確認できる。 

また、市の被保険者名簿の記録から、申立人の夫については、この間の保険

料を加入直後の昭和 51 年１月に一括で過年度納付していることが確認でき、

加入当初に夫婦そろって２年程度さかのぼって納付したとする申立人の陳述

と符合することから、一緒に加入した申立人についても、同様に過年度納付を

行った可能性は否定できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 48年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。 

 



                      

 

大阪国民年金 事案 3024 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

私は、Ａ市Ｂ区に住んでいた時、30代から 40代の女性の集金人に、夫婦

二人分の保険料と当時同居していた義妹の保険料を一緒に納付していた。 

その集金人は「少しでも遅れたらだめなんですよ。税金と同じなんですか

ら。」と言っており、かなり高圧的で厳しい人だった記憶がある。 

申立期間は、夫と義妹が納付済みで、私だけ未納とされているのは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市Ｂ区に居住していた申立期間当時、申立人が夫婦二人及び同 

居の義妹の３人分の保険料を一緒に集金人に納付していたと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人及びその夫並びに義

妹の手帳記号番号は昭和36年７月15日に３人連番で払い出されていることが

確認できることから、３人一緒に保険料を納付する意思があったことがうかが

える上、申立期間について申立人の夫及び義妹は納付済みとなっている。 

また、申立期間当時のＡ市における保険料徴収方法は、集金人による印紙検

認方式であることから、申立人及びその夫並びに義妹に国民年金手帳が交付さ

れているにもかかわらず、申立人が夫及び義妹の保険料のみ集金人に納付する

のは不自然である。 

さらに、申立人は、申立期間を除き、60 歳期間満了まで保険料をすべて納

付し、申立人の夫及び義妹については、昭和 36年４月からそれぞれ 60歳期間

満了まで保険料を完納している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

 

大阪国民年金 事案 3025 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39年４月から 40年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

    Ａ区役所の職員が茶色の国民年金手帳を持参し、保険料を納付するように

言った。それからは、毎月、自宅に年配の男性集金人が集金に来たので、当

時、100円の保険料を現金で納付すると、私の年金手帳に日付の入った領収

印を押し、集金人も自分の書類に同じ日付印を押して持ち帰ったのを覚えて

いる。 

その集金人は、ある日突然来なくなり、保険料の納付が途絶えたが、しば

らくして、区役所の男性職員が新しい手帳を持参して、先の集金人が来なく

なった事情を詳しく説明してくれた。 

その職員もまた来なくなり、次に来た集金人が新しい年金手帳を持参して

きた時には、保険料が 450円になっていた。 

申立期間のすべての保険料を納付したとは思っていないが、確かに 100

円のころから納付した期間があるので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 39 年６月に払い

出されていることが、手帳記号番号払出簿により確認でき、このころに申立人

が国民年金の加入手続を行ったものと推定される。この時点において、申立期

間のうち、同年４月以降の保険料は、集金人に納付が可能な現年度保険料であ

るとともに、これ以降、60 歳期間満了まで保険料を納付することで、申立人

の年金受給資格期間を確保できる上、当時の保険料月額は 100円であることか

ら、申立人が記憶する納付開始当初の保険料額とも一致している。なお、申立

人は、国民年金に加入した当時において、過去の保険料をさかのぼって納付し



                      

 

た記憶は無いと陳述している。 

また、申立人は、それまで納付していた保険料が、集金人が突然来なくなっ

たことにより途絶えたこと及び当時の事情等について明瞭かつ詳細に陳述し

ており、その内容に特段不自然な点は認められないほか、特例納付後 60 歳期

間満了まで保険料を完納しており、納付意識が高かったものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和39年４月から40年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                      

 

大阪国民年金 事案 3026 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 59年 11月から 60年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年 11月から 60年３月まで 

② 昭和 60年８月及び同年９月 

③ 昭和 60年 10月から 61年３月まで 

    Ａ市（現在は、Ｂ市。）にいた兄が、私のためを思って、昭和 60年３月

23日に国民年金加入手続を行い、申立期間①の保険料を納付してくれた。 

申立期間②については、納付時期、納付金額及び納付方法などの記憶は定

かではないが、納付の督促はこなかったと思う。 

申立期間③については、昭和 62年に 60年 10月から 61年 3月までの半年

分の保険料の納付書が送付されてきたため、時期ははっきり覚えていないが、

Ｃ区役所の国民年金担当窓口に出向き、男性係員に 4万 440円の保険料を現

金で納付したはずである。 

これら申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、兄がＡ市（現在は、Ｂ市。）で国民年金加入手続を行い、申立期

間①の国民年金保険料を納付したと申し立てているところ、同市の被保険者名

簿及び国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金加入手続は昭

和 60年３月 23日に行われ、国民年金手帳記号番号は同年４月８日に払い出さ

れていることが確認でき、この時点において、申立期間①の国民年金保険料を

現年度納付することは可能である。 

また、同市の被保険者名簿を見ると、申立期間①直後の昭和 60 年４月から

同年７月までの国民年金保険料は現年度納付されている。 

さらに、申立人の国民年金加入手続及び国民年金保険料納付を担っていた兄

の納付記録をみると、国民年金加入期間について保険料を完納しており、納付



                      

 

意識の高さがうかがえる。 

これらのことから、納付の意思をもって申立人の国民年金加入手続を行った

納付意識が高い申立人の兄が、加入手続のみを行い、納付が可能であった加入

当初の申立期間①の５か月の国民年金保険料を未納のまま放置したとは考え

難い。 

一方、申立期間②について、Ａ市の被保険者名簿を見ると、昭和 60 年７月

11日にＤ市へ転居した記録があるところ、当時、同市では納付組織により１か

月単位での国民年金保険料収納を行っており、同年７月までの保険料は納付済

みとなっていることから、その後は、転居先のＤ市で納付されるべきであった

と考えられるが、申立人は申立期間②の保険料の納付時期、納付場所及び納付

方法等について全く記憶が無いとしており、具体的な陳述は得られなかった。 

次に、申立期間③について、申立人は、国民年金保険料の納付書が送付され

てきたため、区役所で納付したと申し立てているところ、Ｄ市では、制度上区

役所窓口で過年度保険料を収納することは行っていなかった上、申立人の所持

する当該期間に係る納付書は未使用の状態のままであり、保険料を納付したこ

とを証する受領印は押されていない。 

このほか、申立人が申立期間②及び③の国民年金保険料納付を行ったとする

事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 59年 11月から 60年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



                      

 

大阪国民年金 事案 3027 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年１月から同年３月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年１月から同年３月まで              

           ② 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

           ③ 昭和 49年７月から同年９月まで 

           ④ 昭和 50年７月から同年 12月まで 

           ⑤ 昭和 55年１月から同年３月まで 

  昭和 47年 12月に会社を辞めて、自分で国民年金加入手続を行った。 

国民年金保険料を納付すると、年金手帳に印鑑を押してもらった記憶があ

るが、その後、納付書で納付するようになったと思う。 

妻の保険料と一緒に夫婦二人分を納付していたと思うが、別々に納付し

た時があったのかも知れず、記憶が定かでない。 

25年ぐらい前に居住していたＡ市において、市役所職員から未納期間が

あることを指摘され、２回ぐらいに分割して納付した。その際、年金の漏れ

は無いと言われたことを覚えている。 

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、今から 25 年ぐらい前に居住していたＡ市において、当時未納と

なっていた国民年金保険料をさかのぼって納付したと申し立てているところ、

同市の被保険者名簿及び国民年金手帳を見ると、同市には昭和 56 年１月から

居住していることが確認でき、この時点において、申立期間⑤の保険料を過年

度納付することは可能である。 

また、特殊台帳を見ると、昭和 55年に昭和 54年度分の納付催告を受けてい

ることが確認できるところ、申立人は、申立期間⑤前後の 10 年間以上の国民

年金保険料については現年度納付している上、生活状況の変化も認められない



                      

 

ことから、申立人及びその妻が、納付催告を受けながら、申立期間⑤の３か月

の保険料を未納のまま放置していたとは考え難い。 

一方、申立人は、国民年金保険料を納付すると年金手帳に印鑑を押してもら

ったことがあると申し立てているところ、申立人の所持する年金手帳を見ると、

制度上、印紙検認方式による保険料収納がされていた申立期間①に当たる昭和

48 年１月から同年３月までの期間を含め、印紙検認欄に押印は見られず、申

立内容と符合しない。 

さらに、申立人は、Ａ市に転居してから、国民年金保険料をさかのぼって納

付したことがあるとも申し立てているところ、上記のとおり、Ａ市には昭和

56 年１月から居住しており、この時点においては、申立期間①から④までの

保険料は制度上、過年度納付することはできず、特例納付実施時期でもないこ

とから、特例納付することもできない。 

加えて、申立期間①から④までは近接しており、同一行政庁において、これ

ほど複数回及び短期間にわたって国民年金保険料の収納及び記録管理におけ

る事務的過誤が繰り返されたとも考え難い。 

このほか、申立人及びその妻から申立期間①から④までの国民年金保険料納

付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはで

きなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 55年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



                      

 

大阪国民年金 事案 3028 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年１月から同年３月まで 

私は、昭和 49年 11月に会社を退職した後、国民年金加入手続を行い、厚

生年金保険から国民年金に切り替えた当初の時期以外は、滞りなく国民年金

保険料を納付していたはずである。 

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49年 11月に会社を退職した後、自身で国民年金加入手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 50 年５月 15 日に払い出されており、また、納付記録をみると、

申立人は、51 年４月から、夫の厚生年金保険被保険者資格の取得に伴い国民

年金保険料の納付義務の無い第３号被保険者となる直前の平成元年３月まで

の 13 年間、申立期間を除き保険料をすべて現年度納付しており、納付意識の

高さがうかがえる。 

また、この間、申立人の国民年金保険料の納付に支障をきたすような生活状

況の変化は認められない。 

さらに、特殊台帳を見ると、昭和 55 年に納付催告を受けていることが確認

できるところ、納付の意思をもって国民年金に加入し、現年度納付を続けてい

た申立人が、申立期間の３か月の国民年金保険料について、納付催告を受けな

がら未納のまま放置していたとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。      

 



 
 

大阪厚生年金 事案 3751 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社（昭和47年10月に法人化され、

Ｃ社に名称変更。）における資格取得日に係る記録を昭和 47年２月 22日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を同年２月及び同年３月は 10万 4,000円、同

年４月から同年 11月までは 12万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年２月 22日から同年 12月１日まで 

昭和 47年２月 22日から 57年１月 31日までＡ社Ｂ支社に勤務した。 

社会保険庁の記録によれば、Ａ社Ｂ支社で勤務した期間のうち、昭和 47

年２月22日から同年12月１日までの間が厚生年金保険に未加入とされてい

る。 

申立期間当時、Ａ社Ｂ支社で経理を担当しており、私が社会保険料の控除

手続を行っていた。また、同じ月に採用された同僚は、当時の給与支払明細

書を保管しており、厚生年金保険料を控除されていたことが証明できるので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が保管している申立期間当時の家計簿、申立人と同月入社の同僚が保

管している申立期間当時の給与支払明細書、及び事業主の陳述から判断すると、

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ支社に継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社Ｂ支社が厚生年金保険適用事業

所となったのは、昭和 47年 12月１日であることが確認でき、申立期間中は適

用事業所となっていないが、申立人及び同僚の陳述から、申立期間当時におい



 
 

て同事務所には少なくとも６人の従業員が常時勤務していたことものと推認

されることから、同事務所は当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件

を満たしていたものと判断される。    

また、申立期間の標準報酬月額については、同時期入社の同僚の給与支払明

細書の保険料控除額から、昭和 47年２月及び同年３月は 10万 4,000円、同年

４月から同年 11月までは 12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間においてＡ社Ｂ支社が適用事業所としての要件を満たしていな

がら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47年２月から同年 11月までの保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3752 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立期

間の標準報酬月額に係る記録を 41万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 12月１日から平成元年１月 31日まで 

社会保険庁の記録によれば、Ａ社に勤務していた昭和 62年 12月１日から

平成元年１月 31日までの期間の標準報酬月額が 15万円とされているが、当

時、実際には 40万円ぐらいの給与を受け取っていた覚えがある。 

    元事業主に照会したところ、厚生年金保険に関する資料はすべて破棄処分

済みとのことで、申立期間当時の標準報酬月額は分らなかったが、給与の額

は記憶どおり 40万円ぐらい（交通費は除く。）であったことは確認できた。 

給与明細書等当時の標準報酬月額を証明できる資料は無いが、申立期間に

ついて、標準報酬月額を実際の給与額に応じた金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、Ａ社における申立人の標準報酬月額は、厚生年

金保険被保険者資格を取得した際（昭和 62 年 12 月１日）は 41 万円であった

ところ、申立期間途中の昭和 63 年３月９日に、被保険者資格の取得時にそ及

して 15 万円に訂正処理されており、以降被保険者資格の喪失時（平成元年１

月 31日）まで 15万円のままであったことが確認できる。 

一方、Ａ社の元事業主から、｢申立人の在職時の給与は 41万円で、退職する

まで変更は無かった。当時、会社の経営状態がひっ迫していた時期であったこ

とから、保険料負担軽減のため、途中から申立人に係る標準報酬月額を、厚生

年金保険被保険者資格の取得時にそ及して、15 万円に引き下げる届出を行っ



 
 

た。ただし、保険料は申立人が退職するまで訂正前の標準報酬月額に基づく金

額を控除していた。」旨の陳述が得られた。   

   以上の事情及び関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、申立期間にお

いて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人について在職中は訂正前の標準報酬月額に基づく保険料を控除し

ていたと陳述しているところ、社会保険事務所に対しては途中で厚生年金保険

被保険者資格の取得時に、そ及して標準報酬月額の訂正の届出を行ったことを

認めていることから、事業主は、保険料控除額に見合う報酬月額を届けておら

ず、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に見合う保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合または保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3753 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場における資

格喪失日に係る記録を昭和 39年６月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を２万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月 28日から同年６月 20日まで 

私は、大学を卒業後、昭和 39年３月から平成 11年９月までＡ社に継続し

て勤務していたが、社会保険庁の記録によると、昭和 39年５月 28日から同

年６月 20日までの期間が厚生年金保険に未加入とされている。 

申立期間については、新人研修中の期間で、昭和 39 年５月ごろまではＡ

社Ｃ工場で勤務しており、同年６月に入ってから同社Ｄ支社へ異動したこと

を覚えている。 

会社から申立期間中の継続勤務を証明する在職証明書も受け取っている

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る人事記録、辞令及び在籍証明書並びに雇用

保険の記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 39 年６月

20 日に同社Ｃ工場から同社Ｄ支社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年４月の社会保険事務

所の記録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺事



 
 

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3754 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 33年６月１日から同年 11月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日（昭和 33年 11月１日）に係る記録を同年６

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、１万 8,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年５月１日から 33年２月１日まで 

           ② 昭和 33年６月１日から同年 11月１日まで 

                   ③ 昭和 39年４月 25日から 40年 10月１日まで 

私は、従兄弟の紹介で昭和 30 年６月１日からＡ社に就職し、40 年９月

30 日に同社を退職した。入社直後の厚生年金保険への加入については、30

年 11月１日から加入したことは承知している。また、33年２月から同年５

月までの４か月は同社の仕事を個人事業主として請け負っていたので、そ

の期間の厚生年金保険の記録が無いのは分かるが、それ以外の期間は継続

して厚生年金保険に加入していた。 

申立期間が厚生年金保険に未加入とされていることは納得できないので、

申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人から提出された昭和 33年 10月及び 39年４

月の給与支払明細書により、当時Ａ社では、厚生年金保険料を翌月控除してい

たことが確認できることから、少なくとも 33 年９月には、申立人は同社で社

員として勤務し、厚生年金保険に加入していたことが認められる。 

また、申立人は、Ａ社が専属下請けであったＢ社から、昭和 40 年５月 21

日付けで満７か年勤続表彰を受けていることから、33 年６月ごろにはＡ社に



 
 

勤務していたことが推認される。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間②の厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人提出の昭和 33年 10月の

給与支払明細書の保険料控除額から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に廃業し、事業主も死亡していることから確認できないが、仮

に、事業主から申立てどおりの資格取得届が提出された場合には、その後、申

立期間に行われるべき事業主による標準報酬月額算定基礎届及びこれに基づ

く定時決定などのいずれの機会においても、社会保険事務所がこれを記録しな

いとは考え難いことから、事業主が、昭和 33年 11月１日を資格取得日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月から同年 10月ま

での保険料の納入告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、申立人は、昭和 33 年２月に請負による仕事を始め

るまでＡ社に勤務したと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に社会保険の適用事業所では無くなっており、当時の資

料が残っていない上、同社の同僚から申立人の申立期間に係る保険料控除につ

いての陳述を得ることができなかった。 

また、社会保険事務所の記録において、申立人は、昭和 31 年５月１日にＡ

社において厚生年金保険被保険者の資格を喪失しているが、仮に、この資格の

喪失を社会保険事務所が誤って記録したとしても、申立期間①においては、標

準報酬月額算定基礎届が２回提出されるところ、社会保険事務所が２回の算定

基礎届の処理の際にも申立人の資格喪失処理の誤りに気付かないとは考え難

く、申立人の当該資格の喪失は、社会保険事務所の記録どおりに事業主から届

出が行われたものと考えられる。 

申立期間③については、申立人は、Ａ社に昭和 40 年９月 30 日まで勤務し、

厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、昭和 40年３月 15日にＡ社で厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ている同僚は、「私が入社したとき、申立人はＡ社の社員では無く、同社から

請負により業務を行っていた外注先であった。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る社会保険事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立人が、昭和 39年４月 25日の資格の喪失に併せて健康保険証を返還した旨

の「証返」の記載が確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び③に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3755     

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間のうち、昭和 40年３月１日から 41年８月 12日までの

期間については、厚生年金保険被保険者であったと認められることから、申立

人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 41年８月 12日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を２万 8,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 40年３月１日から 44年１月 15日まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ社における厚生年金保険の資格喪失日が昭 

和 40年３月１日となっている。同社には 44年１月 15日まで勤務しており、

厚生年金保険にも加入していたはずなので、申立期間についても厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の陳述から判断して、申立人が、申立期間もＡ社に継続して勤務

していたことは推認することができる。 

   また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、申立人及び同僚である申立人の実兄（長男）は、いずれも昭和 40 年３

月１日に被保険者資格を喪失しているところ、同名簿において、当該資格喪失

日以後の同年 10 月１日に標準報酬月額の定時決定がいったん記録され、その

後取り消されている事蹟
じ せ き

が有り、申立人及び申立人の実兄(長男)の資格の喪失

の手続がさかのぼって行われたものと考えられるが、社会保険事務所において、

このような処理を行う合理的理由は見当たらない。 

   さらに、当該被保険者名簿において、昭和 41年 10月以降は、申立人及び申

立人の実兄（長男）のいずれにも標準報酬月額の定時決定の記録は無く、申立

人の実兄（長男）の備考欄に「証返」、「８／12」の事蹟
じ せ き

が確認できることから、

申立人も、申立人の実兄（長男）同様に、同年８月 12 日に健康保険証を社会

保険事務所に返却しているものと推認される。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 40 年３月１日に資格



 
 

を喪失した旨の処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪

失日は申立人が健康保険証を返却したと考えられる41年８月12日であると認

められる。 

   また、申立期間のうち、昭和 40年３月から 41年７月までの標準報酬月額に

ついては、社会保険事務所の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 41年８月 13日から 44年１月 15日までの期間

については、当時の事業主は、「人事記録等の資料は一切無く、在籍期間及び

業務内容等に係る記憶は不鮮明である。」としている。 

また、Ａ社の当時の経理責任者は既に死亡しており、申立人の申立期間に係

る保険料控除について陳述を得ることができない。 

さらに、同社において経理事務を担当していた者は、申立期間当時のことは

「分からない。」としている。 

  このほか、当該期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間のうち、昭和 41年８月 13日から 44年１月 15日までの期間については、  

申立人が厚生年金被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3756 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の労働者年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支社における申立人の

被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 18年３月 22日）及び

資格取得日（昭和 19 年６月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を、

昭和 18年３月は 70円、同年４月から 19年３月までは 80円、同年４月及び同

年５月は 90円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の労働者年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年３月 22日から 19年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。昭和

16年に入社し、25年に異動するまで、Ａ社Ｃ支社で、同一業務に従事した。

また、同一業務に従事した同僚は申立期間も労働者年金保険に加入している

のに、自分が加入していないことは考えられない。申立期間を、被保険者期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 17年 11 月 18日

に労働者年金保険の資格を取得し、18年３月 22日に資格を喪失後、19年６月

１日に同社において再度資格を取得しており、18年３月から 19年５月までの

申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、Ｂ社が作成し保管する「厚生年金保険被保険者台帳」では、申立人

は、昭和 17年 11月 18日に被保険者資格を取得し、54年２月１日に資格を喪

失したと記録されている。 

また、Ａ社Ｃ支社に係る社会保険事務所の健康保険労働者年金保険被保険者



 
 

名簿において、申立人と同様に、同一の業務に従事していた複数の同僚に、申

立期間も労働者年金保険の加入記録が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、労働者年金保

険被保険者として労働者年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の記録から、昭

和 18年３月は 70円、同年４月から 19年３月までは 80円、同年４月及び同年

５月は 90円とすることが相当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したとしているものの、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失

届及び取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記

録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格

の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 18 年３月から 19 年５月までの保険料の納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3757 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

49年６月４日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年６月４日から 50年 11月１日まで 

私は、厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をも

らった。同時に入社した同僚は申立期間に係る厚生年金保険の記録があるの

で、申立期間も被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社に勤務していたと申し立てているところ、申立人

提出の「失業保険被保険者証」及び複数の同僚の陳述から、申立人は申立期間

についても同社に勤務していたことが推認できる。 

また、申立人と同時期にＡ社に入社した二人の同僚は、いずれも同社に入社

した日から厚生年金保険に加入したと陳述しており、このことは同社に係る被

保険者名簿からも確認できる。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間前後に同社で

被保険者資格を取得している者を抽出し、回答が得られた５人の同僚はいずれ

も入社と同時に厚生年金保険に加入したと陳述している。 

加えて、上記同僚のうちの３人からは、「申立人は申立期間当時、正社員と

して勤務していた。Ａ社では、社員はすべて厚生年金保険に加入しており、そ

の取扱いに差異は設けられていなかった。」旨の陳述も得られた。 



 
 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50年 11月の社会保険事務

所の記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は、昭和 59年 12月２日に解散しているため、事業主等の所在も不

明であり、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いものの、申立期間に

行われるべき事業主による申立てどおりの資格取得届、健康保険厚生年金保険

被保険者報酬月額算定基礎届及びこれに基づく定時決定などのいずれの機会

においても、社会保険事務所がこれを記録しないとは考え難いことから、事業

主は、申立てどおりの資格取得届を提出しておらず、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る 49年６月から 50年 10 月までの厚生年金保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3758 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支社におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 42年７月 24日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 42年６月５日から同年７月 24日まで 

私の厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をも

らった。昭和 41 年３月から、申立期間もＡ社に継続して勤務していたのは

間違いないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の人事記録、Ｅ健康保険組合の加入証明書及び雇用保険の記録から判断

すると、申立人が申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 42年７月 24日に同

社Ｃ支社から同社Ｃ支社Ｄ工場に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42 年５月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は当時の資料が保存されておらず不明としているものの、当時のＡ社Ｃ支社

作成の被保険者台帳においても、申立人の資格喪失日は、社会保険庁の記録ど

おりの昭和 42 年６月５日となっていることから、事業主が同日を資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る昭和 42 年６月の保険

料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還付した場合を含

む。）、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。



 
 

大阪厚生年金  事案 3759 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 52年８月１日から同年 11月１日までの期間について

は、事業主は、申立人がＡ社(現在は、Ｂ社。)において、同年８月 1日に厚生

年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが

認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録

を同日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 46年３月まで 

                    ② 昭和 46年８月から 49年 12月まで 

                     ③ 昭和 52年８月１日から同年 11月１日まで 

  私は、昭和42年４月から46年３月まで及び同年８月から49年12月まで、

Ｃ社にＤ業務従事者として勤務していたが、社会保険事務所では、厚生年金

保険に加入した記録が無い。 

また、昭和 52年８月１日から 55年１月 31 日まで、Ａ社に勤務していた

が、社会保険事務所では、52年 11月１日からの加入記録しか無い。 

申立期間①、②及び③について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、同僚の陳述内容から、申立人が申立期間においてＡ

社に勤務していたことが認められる。 

また、社会保険事務所が保管する申立人に係る特殊台帳及びＥ市が保管する

国民年金被保険者名簿から、申立人が、昭和 52 年８月１日に国民年金の被保

険者資格を喪失し、申立期間③を含む同年８月から 53 年３月までの国民年金

保険料について、同年６月１日に還付を受けていることが確認できる。この国

民年金保険料の還付は、当該被保険者名簿の備考欄にＡ社に係る厚生年金保険



 
 

記号番号が記載されていることから、社会保険事務所が、申立人が 52 年８月

１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していたことを確認した上で、申立

人の同期間における「厚生年金保険の加入」を事由として、還付したものと考

えられる。 

これらの事情を含めて総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 52 年８

月１日にＡ社に係る被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事

務所に行ったと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額は、昭和 52年 11月の社会保険事務所の記録

から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

   申立期間①及び②については、雇用保険の記録及び同僚の陳述から判断して、

申立期間①の一部及び申立期間②において、申立人がＣ社に勤務していたこと

は認められる。 

   しかし、Ｃ社の現在の総務担当者は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険

料の控除について、「当時の資料は無いが、当時厚生年金保険に加入させてい

た者は、事業主以下の事務職と当社が新規適用事業所となった昭和 40 年７月

以前から勤務していたＤ業務従事者のみであり、それ以外のＤ業務従事者につ

いては加入させていなかった。」としている。 

   また、申立期間においてＣ社の総務担当者であった元従業員も、「申立期間

当時、Ｄ業務従事者については厚生年金保険に加入させていなかった。」と陳

述しているところ、申立人は、Ｃ社においては、Ｄ業務に従事していたとして

いる。 

   さらに、社会保険事務所のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立期間①及び②において健康保険整理番号に欠番は無い。 

   加えて、社会保険庁の記録では、申立人は申立期間①の一部において国民年

金に加入し、国民年金保険料を納付している。 

   このほか、申立てに係る事実について確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3760 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 20年８月 25日に厚生年金保険被保険者の資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者の喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 18年５月から同年 12月ま

では 100円、19年１月から同年 10月までは 110円、同年 11月から 20年７月

までは 50円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年５月 22日から 20年８月ごろまで 

私は、昭和 17年６月から 20年５月ごろまでＡ社 （現在は、Ｂ社。）で勤

務し、同年６月又は同年７月にＣ隊に入隊し、終戦までＣ隊に所属した。 

昭和 18 年５月にＡ社を退職したことは無いので、申立期間について、厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、

申立人の資格喪失日欄には同上を示す「〃」が記載されている。これは、同名

簿において申立人の４人前に記載されている被保険者の資格喪失日が、昭和

18年５月 22日と記載されており、以降申立人に至るまで連続して同欄に「〃」

と記載されているものであり、このことから、社会保険庁のオンライン記録に

おいて、申立人の資格喪失日が同日と記録されているものと考えられる。 

しかし、当該被保険者名簿において、申立人の標準報酬月額が資格喪失日と

される日よりも後の昭和 19年 11月１日に改定された記載があるほか、申立人

の備考欄には、20年６月 23日に、徴集又は召集期間の保険料が免除とされる

旨の、旧健康保険法 62条の該当者となったことが記載されている。 

また、当該被保険者名簿において、申立人の前に記載されている３人の被保



 
 

険者については、資格喪失日欄の記載は申立人と同じ「〃」であるが、社会保

険庁のオンライン記録では、資格喪失日は、いずれも昭和 20年８月 25日と記

録されている。 

さらに、申立人と同様に、Ａ社から同じＣ隊に入隊した元従業員２人は、い

ずれも当該被保険者名簿に旧健康保険法 62 条該当の記載があり、また、社会

保険庁のオンライン記録では、２人とも資格喪失日は昭和 20年８月 25日と記

録されている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、事業

主は、申立人が昭和 20年８月 25日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の記録から、昭

和 18年５月から同年 12月までは 100円、19年１月から同年 10 月までは 110

円、同年 11月から 20年７月までは 50円とすることが妥当である。



 
 

大阪厚生年金 事案 3761 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 25年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、同年 10月は 2,000

円、同年 11月及び同年 12月は 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年 10月１日から 26年１月１日まで 

私は、昭和 25年 10月１日からＡ社に勤務したが、社会保険事務所の記録

では、26年１月１日から厚生年金保険に加入とされている。 

申立期間の給料明細書を保管しているので、申立期間についても、厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給料明細書から、申立人が申立期間にＡ社に勤務し、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額は、給料明細書の保険料控除額及び社会保険

事務所の記録から、昭和 25 年 10 月は 2,000 円、同年 11 月及び同年 12 月は

3,000円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、事業主も死亡しており、

このほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資格

取得日に係る記録を昭和 21 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

330円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男  

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 大正 12年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 21年７月１日から同年７月 31日まで 

    私は、昭和 21年４月１日にＡ社に入社し、３か月後の同年７月１日に正

社員として採用され、同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した。社会

保険庁の記録では、その取得日につき、同年８月１日となっているので、訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の陳述及び同社から提出された申立人に係る「厚生年金被保険者台帳」

から判断すると、申立人が同社に昭和 21年４月１日に入社し、53年＊月＊日

に定年退職するまで継続して勤務していたことが認められる。 

また、当該台帳によると、Ａ社における最初の配属先であるＣ支店における

被保険者資格日を昭和 21 年８月１日と記載した後に同日付けの標準報酬月額

の変更記録に訂正し、同訂正記録の上部に「昭和 21 年７月１日 取」と追記

していることが確認できる。 

一方、社会保険事務所が保管しているＡ社Ｃ支店の厚生年金保険被保険者名

簿によると、申立人の被保険者資格の取得日を昭和 21 年８月１日、標準報酬

等級適用年月日を同年 10 月１日と記載していることが確認でき、同社Ｃ支店

から社会保険事務所に対して、申立人の被保険者資格取得日及び標準報酬等級

適用日の訂正手続が行われなかったものと考えられる。 



 
 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年８月の社会保険事務

所の記録及びＢ社が保管する厚生年金被保険者台帳の記録から、330円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、Ｂ社が提出した申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳には、

当初資格取得日を「昭和 21 年８月１日」と記載した記録があることから、事

業主は同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係

る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3763 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ： 大正 14年生 

住        所  ：         

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 20年 11月５日から 22年４月 15日まで 

          ② 昭和 22年８月３日から 28年２月１日まで 

          ③ 昭和 28年４月 22日から 29年８月１日まで 

ねんきん特別便が届いたので社会保険事務所へ説明を求めに出向いたと 

ころ、Ａ社に勤務していた期間について、脱退手当金支給済みであると聞か

された。Ａ社ではＢ業務の仕事をしていたが、次第に業績が悪くなり辞めざ

るを得なくなった。その後、しばらくして見に行ったら、人気も無く使って

いた設備も無かった。脱退手当金は受け取っていない。調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日か

ら約１年１か月後の昭和 30年９月 12日に支給されたこととされているほか、

最終事業所であるＡ社の被保険者名簿に記載されている申立人の前後 30 人程

度の被保険者について、脱退手当金の受給状況を確認すると、申立人を含め２

人と少ないことから、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難

い。 

また、脱退手当金を支給する際、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の前及び中間にある被

保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求とされている。 

しかしながら、申立人が請求を行った場合、申立期間を含む５回の被保険者期

間のうち、３回の申立期間に係る被保険者期間のみを請求し、２回の被保険者

期間を失念するとは考え難いことから、申立人が請求したと考えることは不自

然である。 

さらに、申立人のＡ社の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を示す「脱」

表示が無い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3764 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店に

おける資格取得日に係る記録を昭和 33 年 10 月 14 日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月 14日から 35年３月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもら

った。 

申立期間もＡ社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間も 

Ａ社に継続して勤務し（昭和 33年 10月 14日にＡ社本店からＡ社Ｃ支店に異

動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35年３月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、資料が無く不明であるとしているが、仮に事業主が申立てどおりの

資格取得を届けた場合、その後に昭和 34年の算定基礎届も行うこととなるが、

そのいずれの機会においても社会保険事務所がこれを記録しないとは考え難

いことから、事業主は申立てどおりの資格取得届を提出しておらず、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 33年 10月から 35年２月までの保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険



 
 

料を納付する義務を履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3765 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る

記録を昭和 47 年５月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万 6,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年５月 26日から同年６月５日まで 

私は、昭和 44年４月 1日から現在まで継続してＡ社に勤務しているにも 

かかわらず、社会保険庁の記録では、47年５月 26日から同年６月５日まで

の期間が厚生年金保険の未加入期間となっている。 

当時、Ａ社Ｃ工場から同社Ｂ工場に転勤しただけであり、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険加入記録、Ａ社提出の人事記録及び厚生年金基金の加入員台帳から

判断すると、申立人が、申立期間を含め継続して同社に勤務し（昭和 47 年５

月 26 日に同社Ｃ工場から同社Ｂ工場に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 47 年５月の厚生年金基金

の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標

準報酬決定通知書における資格取得日は、社会保険庁の記録どおりの昭和 47

年６月５日となっていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は申立人に係る同年５月の保険料の納入告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと



 
 

認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3766 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和 40年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円

とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月１日から 40年１月１日まで 

私は、昭和 26 年３月 19 日にＡ社に入社後、62 年６月末まで同社に継続

して勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、昭和 39 年 12 月が厚生年金保険の未加

入期間となっている。当時、Ａ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤しただけで

あり、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険加入記録、Ａ社作成の職歴証明書及び申立人が退職時に同社から交

付された厚生年金保険被保険者記録票から判断すると、申立人が、申立期間を

含め継続して同社に勤務し（昭和 40 年１月１日に同社Ｂ支店から同社Ｃ支店

に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39年 11月の社会保険事務

所の記録から３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ



 
 

とから、行ったとは認められない。



 
 

大阪厚生年金 事案 3767 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成元年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月 29日から同年 10月１日まで 

私は、平成元年５月１日にＡ社に入社し、７年６月 16 日に同社を退職す

るまで、同社及び同社系列会社に継続して勤務していたにもかかわらず、

社会保険庁の記録では、元年９月 29 日から同年 10 月１日までの１か月が

厚生年金保険の未加入期間となっている。 

当時、Ａ社から同社系列のＢ社に異動しただけであり、給与その他に何ら

変動は無かったと思うので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の在籍期間に関するＡ社からの回答及び同僚の厚生年金保険被保険

者記録から判断すると、申立人は、同社及び同社の系列会社に継続して勤務し

（平成元年 10 月１日にＡ社からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成元年８月の社会保険事務所

の記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日を平成元年９月

29 日とする社会保険庁の記録どおりの届出を行ったとしており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申



 
 

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3768 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 61年９月３日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年９月３日から同年 10月１日まで 

私は、Ａ社に勤務していた期間の給与から２か月の厚生年金保険料を控除

されていたが、社会保険庁の記録では、同社での厚生年金保険被保険者期間

は１か月しかない。 

申立期間を厚生年金保険被保険期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書、雇用保険加入記録及び事業主の証言から、申立人は、Ａ社に申 

立期間も含め継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び

昭和 61 年 10 月の社会保険事務所の記録から、16 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、資格取得日について、昭和 61 年９月３日として届け出るべきところを

同年 10 月１日と届け出たと認めていることから、事業主が同日を資格取得日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3769 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人の Ａ社Ｂ支社における資格喪失日に係る記

録を昭和 29 年７月１日に訂正し、同年６月の標準報酬月額を 8,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年６月１日から同年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。昭和 27 年３月から、申立期間もＡ社に継続して勤務していたのは間違

いないので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の退職者一覧台帳及び健康保険資格喪失証明書か

ら判断すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 29 年７月１

日に同社Ｂ支社から同社Ｃ支社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年５月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、同時期に異動した者の資格の取得及び喪失日を確認す

ると、申立人と同じように複数名欠落していることから、社会保険事務所の記

録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 29 年６月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間にかか



 
 

る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



 
 

大阪厚生年金 事案 3770 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 43年 10月 1日に厚生年金保険被保険者の資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者の喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については３万 3,000円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年９月 30日から同年 10月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社。）に 昭和 42年４月１日に入社し、43年９月

30日まで継続勤務したが、社会保険庁の記録では、申立期間の厚生年金保

険加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社人事部の職歴証明書、Ａ社の職員カード及び雇用保険の記録から、申立

人が申立期間も同社に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社厚生年金基金のＡ社に係る加入員台帳には、申立人の同社Ｃ支店

における資格喪失日は昭和 43年 10月１日と記載されている。また、同社は、

申立期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金への届出書は、複写式の様式を

使用していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人が主張する昭和 43年 10月１日に被保

険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の加入員台帳の記

録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

 



 
 

 



大阪国民年金 事案 3029 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年１月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 62年３月まで 

    私は、昭和 58年 12月に、Ａ県Ｂ市（現在は、Ａ県Ｃ市。）に自宅を新築

し、翌年１月に家族そろって移り住んだ。 

    その時から、私が毎月夫婦二人分の国民年金保険料を、水道料及び部落会

費等と一緒に地区の班長に納付していたので、申立期間の保険料が未納とさ

れているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年１月から夫婦二人分の国民年金保険料を自治会組織を

通じて納付していたのに、申立期間の保険料が未納とされていると申し立てて

いる。 

しかし、Ａ県Ｃ市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿を見ると、昭和

61年度納付記録の備考欄に「未」の記載が有り、この記載について、同市は、

納付済みとされている 62 年度保険料が納付された際に、それ以前の期間が未

納となっていることが判明したので、61 年度の欄にそのように記載したと考

えられるとしている。 

また、申立人が、夫婦二人分の国民年金保険料を納付したとしているところ、

申立人の妻も、申立期間の保険料は未納と記録されている。 

さらに、申立期間は 39か月と長期間であり、これだけの長期間にわたって、

市町村及び社会保険事務所が納付記録の事務的過誤を繰り返したとは考え難

い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

住        所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 58年７月から同年９月まで 

昭和 53 年６月に夫が厚生年金保険の加入期間であったが、私自身、身体

が弱く老後の生活が心配で 国民年金に任意加入して保険料を納付してきた

が、59 年に夫がＡ業務を始めることになっていたので、Ａ業務を始める前

の 58 年９月に国民年金の加入を辞めた。所持している年金手帳に被保険者

資格の喪失が 同年９月 29 日となっているのでこの日に辞める手続をした

と思う。しかし、どこで手続をしたかの記憶は無い。 

 申立期間のうち、昭和 58 年７月及び同年８月の保険料は、前もって送ら

れてきていた１か月の納付書 12 枚のうち同年７月及び同年８月の納付書で

毎月、銀行で納付した。しかし、同年９月の保険料については、送られてい

た同年９月の納付書で資格の喪失前までに納付したのか、又は辞める手続の

時に納付したかの記憶は定かでない。私の性格として途中で辞めることは無

いので、同年９月に国民年金を辞めたので 同年９月まで保険料を納めてい

ると思う。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の任意加入の被保険者資格喪失が昭和 58 年９月 29 日

となっているので、この日まで保険料を納付してきたと申し立てている。 

そこで、申立人の資格記録をみると、社会保険庁の記録から、昭和 53年６ 

月 26 日に任意加入した後、58 年９月 29 日に被保険者資格を喪失しているこ

とが確認できる。この場合、申立期間のうち、同年９月は国民年金の未加入期

間となり保険料を納付することはできない期間である。 

なお、申立人の夫は昭和 57 年に厚生年金保険の資格を喪失をしており、申

立人は、この時点で国民年金の任意加入から強制加入の手続が必要であるが、



その手続がなされないまま 58 年９月に任意加入の資格を喪失しており、国民

年金に対する理解が必ずしも深かったとはいえない。 

また、申立期間直後の納付記録をみると、昭和 58 年 10月から 61年３月ま

での期間が国民年金の未加入期間、また、同年４月から平成４年３月までの期

間が保険料の未納期間であることが確認できる。この点について申立人は、生

活が苦しくて保険料が支払えなかったと陳述しており、申立期間の保険料につ

いてもこのような事情で納付が滞ったことも否定できない。 

さらに、申立人は、国民年金被保険者資格の喪失手続及びその当時の保険料

納付に関する記憶が定かでなく、申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情は見当たらなかった。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらず、申立人に対して別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3031 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62年 12 月から 63年５月までの期間及び同年８月から平成２

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年 12月から 63年５月まで 

             ② 昭和 63年８月から平成２年３月まで 

    私は、昭和 63 年４月にＡ県からＢ市に引っ越してきた。平成２年５月又

は同年６月ごろ、Ｂ市役所から未納になっている国民年金保険料を支払う

ようにはがきが届き、電話で問い合わせると市役所窓口に持ってくるよう

に言われた。 

    お金（23 万円ぐらい）を持って窓口に行き、男性職員に「銀行に振り込

むのではないのか。」と聞くと「ここでもらう。」と言われ支払い、65 歳に

なったときの受給額も「月々、３万円ぐらい。」と聞いたことを覚えている。 

    その後も納付書を使って銀行で納めていたが、平成５年ごろ手続のことで

市役所に電話をすると、「入金が無い。」と言われびっくりし、何度もＢ市

役所に行って説明したが分かってもらえなかった。領収書は、引っ越しの

時に無くしてしまったのか見当たらない。 

    転居の度に国民健康保険と国民年金は、窓口に行き手続をしてきたので記

録が無いのは納得できない。必ず納めたので認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年５月又は同年６月ごろ、Ｂ市からの督促を受け過年度保

険料 23万円をまとめてＢ市の国民年金窓口で納付したと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金加入記録をみると、Ｃ市の被保険者名簿から、平

成９年４月４日に国民年金加入手続を行い、昭和 41 年３月までさかのぼって

被保険者資格を取得していることが確認できる。この場合、国民年金加入手続

を行った時点（平成９年４月４日）までは申立期間を含む昭和 41 年３月から

平成９年３月までの期間は国民年金未加入として管理されており、２年５月又



は同年６月に申立期間①及び②の保険料を納付することはできない。 

   また、Ｂ市では過年度保険料の収納事務を取り扱っておらず、Ｂ市の窓口で

過年度納付したとする申立てと符合せず、申立人がさかのぼって納付したとす

る平成２年５月又は同年６月の時点においては、申立期間①のうち、昭和 62

年 12月から 63年３月までの保険料は時効の成立により、制度上、納付するこ

とができない期間となっている。 

   さらに、申立人は、平成９年５月に現在所持している青色の手帳が交付され

るまで年金手帳を持ったことが無く、住所変更の手続の時も年金手帳の提示を

求められたことは一度も無いと陳述しており、転居の度に国民年金の住所変更

手続を行っていたとは考え難い。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地であるＢ市において国民年金被

保険者台帳を調査したが、その形跡は見当たらず、申立人に対して別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、ほ

かに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3032 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和60年４月から61年３月までの期間並びに平成元年２月及び同

年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から 61年３月まで 

② 平成元年２月及び同年３月 

    私は、20歳に到達した昭和 46年ごろ、当時居住していたＡ県で国民年金

の加入手続をし、その後、Ｂ市役所に国民健康保険の手続をしに行った際、

国民健康保険と国民年金はセットだから、必ず支払うように指導された。以

後、Ｃ市、Ｂ市、Ｄ市、Ｃ市、Ｄ市と転居したが、その都度、転居等の手続

を転居先の役所できちんと行っていた。 

申立期間①当時はＣ市に居住しており、毎月納付書で銀行、郵便局又は

Ｃ市役所の支所で納付していた。保険料を納付すると、領収書をもらったが、

紛失してしまった。 

申立期間②当時は、Ｄ市に居住しており、記憶では毎月納付書で銀行、

郵便局又はＤ市役所の支所で納付していた。保険料を納付すると、領収書を

もらったが、紛失してしまった。 

未納とならないようにずっと保険料を納付してきたと思うのに、未納とさ

れていることは納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 61 年度の保険料を、当時居住していたＣ市の自宅に送付さ

れてきた納付書で、平成元年２月及び同年３月の保険料を、当時居住していた

Ｄ市の自宅に送付されてきた納付書で、それぞれ毎月、市役所又は銀行等の金

融機関で納付していたと申し立てている。 



そこで、申立人の住所の転出入履歴の分かる戸籍の改製原附票と保険料の納

付記録を確認してみると、改製原附票では、申立人は昭和 60年２月 19日にＤ

市からＣ市に転入し住所を定め、その通知が同年２月 28 日になされている。

しかし、Ｃ市に保管されている昭和 59年度及び 60年度の保険料収滞納一覧表

には申立人の氏名は見当たらない。当時、Ｃ市では機械化による納付書発行を

行っており、Ｃ市における国民年金被保険者の一覧でもある保険料収滞納一覧

表に氏名が記録されていなければ、納付書は発行されず、現年度納付できない。

このことは、Ｃ市役所で申立人が住所転入手続をした際、同時に国民年金の移

動手続をしなかったため、同市役所は、転入してきた申立人が国民年金加入者

であると分からずに、転入後最初の年度となった昭和 60年度（昭和 60年４月

から 61 年３月まで）の現年度保険料の納付書発行ができなかったと考えられ

る。さらに、前住所地であったＤ市においても、昭和 60 年２月にＣ市に転出

したため、昭和 60年度の納付書は発行されない。 

加えて、申立期間①の保険料をさかのぼって過年度納付した可能性について

は、申立人に１年分の保険料をまとめ払いした記憶は無く、納付書の形状に関

しても、過年度用の納付書で納付した記憶が定かでなく、保険料を納付したこ

とをうかがわせる事情を酌み取ることはできなかった。 

また、申立期間②について、申立人の年金記録をみると、平成２年９月 10

日に社会保険事務所から納付書が発行されていることが確認できる。当該納付

書は、その発行時点において未納であった元年２月及び同年３月の督促をする

ために定時で作成された過年度納付書であったと考えられる。しかし、申立人

は、毎月納付したと申し立てており、過去の保険料をさかのぼって納付した記

憶や過年度用の納付書で納付した記憶が定かでなく、申立期間の保険料を納付

したことをうかがわせる事情を酌み取ることはできなかった。 

さらに、昭和 60 年の機械化以降の過年度納付処理は、金融機関から社会保

険事務所へ送付される領収済通知保険料額と、金融機関からＥ銀行へ振り込ま

れる保険料額とを毎日突き合わせており、記録の誤りは極めて発生し難いと考

えられる。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成２年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成２年４月まで 

    私は、私の母が、私の大学在学中の昭和 63年４月から国民年金に加入手

続をし、保険料は納付書がくるたびに納付期限内に、私の母が毎月納付して

いたと記憶している。上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、大学在学中の昭和 63 年４月からＡ市で国民年金に任意加入し、

同年４月以降、厚生年金保険被保険者資格を取得した平成２年４月まで、保険

料を納付していたはずであると申し立てている。 

そこで、Ａ市の電算化されたデータを確認すると、昭和 62 年４月から平成

９年４月までの期間は未加入（調査）期間であった記録で、申立人が国民年金

の新規資格を取得したのは、厚生年金保険を喪失した後の平成９年５月１日

（届出日は平成９年 11月 27日。）となっている。 

さらに、社会保険庁の記録を確認しても、平成９年５月１日に新規資格の取

得となっており、申立期間は、記録上任意未加入期間である。 

このため、申立期間については納付書が発行されず、保険料納付をすること

ができない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で国

民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立人

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情もみられなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年 12 月までの期間、52 年４月から 53 年３

月までの期間及び54年４月から60年９月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 40年 12月まで 

② 昭和 52年４月から 53年３月まで 

③ 昭和 54年４月から 60年９月まで 

私の亡妻は、集金に来た市役所の職員に、申立期間①の国民年金保険料を

納付してくれていた。また、申立期間②及び③のうち、昭和 54 年４月から

60年３月までの期間は、私の亡妻も、私も免除の手続を行ったことは無く、

私が夫婦二人分の国民年金保険料を金融機関で納付した。さらに、申立期間

③のうち、60 年４月から同年９月までの期間は、私が夫婦二人分の国民年

金保険料を金融機関で納付した。 

上記期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その亡妻が申立期間①の国民年金保険料を集金人に納付し、申立

期間②及び③は申立人が国民年金保険料を金融機関で納付したと申し立てて

いる。 

そこで、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、申立期間①に係る国民年

金印紙検認記録欄には、本来納付があれば押されるべき検認印が認められず、

現年度納付がなされたとは考え難い。市では集金人による過年度納付保険料を

収納しないことから、集金人に保険料を納付したとする申立人の陳述と符合し

ない。また、申立人の亡妻の納付状況をみると、社会保険庁の記録から、申立

期間①は未納とされていることが確認でき、夫婦二人分の保険料を同時に納付

したとする申立内容と符合しない。 

次に申立期間②について、申立人の納付記録をみると、Ａ市の被保険者名簿

及び特殊台帳のいずれの記録からも申請免除の処理がなされていることが確



認できる。また、申立人の亡妻も同期間の保険料は申請免除がなされており夫

婦二人分の保険料を納付していたとする陳述と符合しない。 

また、申立期間③について、申立人の納付記録をみると、Ａ市の被保険者名

簿及び特殊台帳のいずれの記録からも申立期間③のうち、昭和 54 年４月から

60 年３月までの期間の保険料は申請免除の処理がなされていることが確認で

きる。また、申立人の亡妻は申立期間③のすべての期間の保険料が申請免除さ

れており夫婦二人分の保険料を納付していたとする陳述と符合しない。 

さらに、申立人及びその亡妻の納付記録をみると、社会保険庁の記録から、

夫婦共に申立期間②直前の昭和50年４月から51年３月までの期間の保険料は

52年 12月に過年度納付されていること、51年４月から 52年３月までの期間

の保険料は申請免除とされていたが同年 12 月に追納されていること、申立期

間②から③へと続く53年４月から54年３月までの期間の保険料は申請免除と

されていたが追納されていることが確認できるほか、申立人は申立期間③直後

の 60年 10月から 61 年７月までの期間の保険料は 62年 10月に過年度納付さ

れており、申立人の亡妻は 60年 10月から 61年３月までの期間の保険料は申

請免除、続く同年４月から同年７月までの期間の保険料は 62年 10月に過年度

納付されていることが確認できる。これらのことから、申立期間②及び③を通

じ、保険料納付が滞った何らかの事情があったと考えられる。 

加えて、申立人の納付記録をみると、社会保険庁の記録から、昭和 60年 10

月から 61年７月までの期間の保険料は 62 年 10月に納付されていることが確

認でき、同年 10月時点で 60年６月以前の期間の保険料は時効により制度上納

付できなかったと考えられる。 

そのほか、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読

み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で

国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立

人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらず、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3035 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から同年９月までの期間及び同年 11月から 61年２

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 21年生 

        住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年４月から同年９月まで 

             ②  昭和 58年 11月から 61年２月まで 

私は、昭和 48 年３月ごろ、結婚を契機に夫婦で夫婦二人分の国民年金に

加入し、夫婦二人分の保険料を一緒に納付してきた。 

昭和 58 年２月に夫は厚生年金保険に加入したが、私は、引き続き国民年

金に任意で加入し、保険料をＡ市役所窓口で納付してきた。 

社会保険事務所の記録では、昭和 58年 11月に任意加入資格を喪失したと

されているが、喪失手続をした記憶は無く、61年３月に就職するまでは国民

年金保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間①が未納とされ、申立

期間②が未加入とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、国民年金保険料を市役所の窓口で現年度

納付してきたと申し立てている。 

しかし、社会保険庁の記録をみると、申立期間①直後の昭和 58年 10月の国

民年金保険料が61年１月27日に過年度納付されていることが確認でき、また、

その時点で、申立期間①の保険料は、制度上、時効により納付することはでき

ない。 

申立期間②については、申立人の国民年金記録をみると、申立人は昭和 58

年２月１日に国民年金に任意加入し、同年３月まで保険料を納付した後、申立

期間①を含む未納期間を経て、同年 11月 25日に被保険者資格を喪失している

ことが分かるが、申立人は、この資格の喪失について喪失申出を行った記憶は

無いとしている。 

しかし、社会保険事務所の申立人に係る特殊台帳を見ると、昭和 58 年 11



月 25日に任意被保険者資格を喪失した旨の記録とともに、納付記録の同年 11

月の欄に「喪失申出」の押印が確認でき、また、Ａ市の国民年金被保険者名簿

においても、同日に任意加入被保険者資格を喪失した旨の記録が確認できるこ

とから、当時、申立人の資格の喪失にかかる申出が行われたものと考えるのが

自然である。 

また、申立期間②は、未加入とされていることから、市役所又は社会保険事

務所から申立人に保険料の納付書が送付されたとは考え難く、申立人は、当該

期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。 

そのほか、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3036 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年７月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 24年生 

        住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年７月から 58年３月まで 

私は、昭和 53 年１月ごろ、知人に勧められたことがきっかけで国民年金

に任意加入し、その後は、近所の金融機関で保険料を納付してきた。 

それなのに、申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金記録をみると、申立人は、昭和 53年１月 19日に国民年金 

に任意加入し、57 年６月まで保険料を納付した後、未納とされている申立期

間を経て、58年４月 29日に被保険者資格を喪失していることが分かる。 

申立人は、この国民年金被保険者資格を喪失する直前の昭和 57 年７月から

58年３月までの期間の保険料について納付したと申し立てている。 

しかし、申立人に係る社会保険事務所の特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険

者名簿においては、いずれも未納となっている。 

また、申立期間は、申立人が任意加入していた国民年金被保険者資格を喪失

する直前の期間であり、申立人は、何らかの理由により保険料の納付が困難に

なったことから資格喪失届を行ったと推認され、申立期間の保険料は納付され

なかったと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間について申立人の保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3037 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年４月から 43年３月までの国民年金保険料については、納

付されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 43年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に加入するように役所から何度も催促されたこと

から、昭和 42 年４月ごろに妻がＡ区役所に出向いて、国民年金の加入手続

をし、窓口で国民年金手帳を受け取った。以降は妻が、毎月役所に出向いて

夫婦二人分の保険料を納付していた。 

私たちの年金手帳の昭和 42 年度分の検認台紙欄に割印がしてあり、区役

所の人に「毎月の印が押してなくても半分のページが切り取ってあれば納付

済みですから安心してください。」と言われたので、納付済みであると疑い

もしなかった。 

申立期間の保険料は納付しているので納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年４月ごろに国民年金に加入し、以降は妻が区役所で夫

婦二人分の保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号は、昭和

43 年８月 10 日に夫婦連番で払い出されていることが同払出簿から確認でき、

42年４月に加入したとする申立人の陳述と符合しない。また、払出時点では、

申立期間の保険料について、過年度納付は可能であったものの、その場合、毎

月区役所で現年度納付していたとする陳述とは符合しない。 

また、申立人夫婦が所持する年金手帳を見ると、この期間について、契印に

よる割印の処理がなされた上、検認台紙が切り取られているものの、検認記録

欄には現年度納付した場合に押されるべき検認印は認められない。 

さらに、申立人はこの契印による割印を持って申立期間が納付済みであると

主張している点について、市では、夫婦二人分の手帳記号番号払出時点におい

ては、申立期間の保険料は現年度納付できず、検認台紙欄が不要となることか



ら役所が切り離したことを証するために押印したものであるとしており、申立

人の陳述とは符合しない。 

加えて、夫婦二人分を一緒に納付していたとする妻の納付記録も、この期間

は未納である。 

そのほか、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性

について確認するため、同払出簿の調査及び別読みによる氏名検索を行うも、

その存在は確認できなかったほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺

事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3038 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年４月から 43年３月までの期間及び平成 13年３月から 14

年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 43年３月まで 

           ② 平成 13年３月から 14年１月まで 

私たち夫婦は、国民年金に加入するようにと役所から何度も催促されたこ 

とから、昭和 42 年４月に私がＡ区役所で国民年金の加入手続をし、窓口で

年金手帳を受け取った。以降は私が毎月区役所に出向いて夫婦二人分の保険

料を納付していた。 

私たちの年金手帳の昭和 42 年度分の検認台紙欄に割印がしてあり、区役

所の人に「毎月の印が押してなくても半分のページが切り取ってあれば納付

済みですから安心してください。」と言われたので、納付済みであると疑い

もしなかった。（申立期間①） 

平成 13 年３月から 14 年１月までの 11 か月に関しては、しばらくの間未

納があることを知っていたので、Ｂ市に納付書を送ってもらい郵便局の簡易

保険の満期分で納付した。いつも夫婦二人分の保険料を納付していたのに、

この間だけ夫の分しか納付していないことは無い。（申立期間②） 

申立期間①及び②の保険料は納付しているので、納付済みと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 42 年４月ごろに国民年金に加入し、

以降は、申立人が区役所で夫婦二人分の保険料を納付していたと申し立ててい

る。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号は、昭和

43 年８月 10 日に夫婦連番で払い出されていることが同払出簿から確認でき、

42年４月に加入したとする申立人の陳述と符合しない。また、払出時点では、

申立期間の保険料について、過年度納付は可能であったものの、その場合、毎



月区役所で現年度納付していたとする陳述とは符合しない。 

また、申立人夫婦が所持する年金手帳を見ると、この期間について、契印に

よる割印の処理がなされた上、検認台紙が切り取られているものの、検認記録

欄には現年度納付した場合に押されるべき検認印は認められない。 

さらに、申立人はこの契印による割印を持って申立期間が納付済みであると

主張している点について、市では、夫婦二人分の手帳記号番号払出時点におい

ては、申立期間の保険料は現年度納付できず、検認台紙欄が不要となることか

ら役所が切り離したことを証するために押印したものとしており、申立人の陳

述とは符合しない。 

加えて、夫婦二人分を一緒に納付していたとする夫の納付記録も、この期間

は未納である。次に、申立期間②について、申立人は、自身が夫婦二人分の保

険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、この期間直後の平成 14年２月から 15

年３月までの 14か月について 16年３月 17 日にまとめて過年度納付を行い、

継続する平成 15年度 12か月分は平成 15年４月 22日に前納していることが社

会保険庁の電算記録から確認できる。一方、申立人の夫の納付記録をみると、

申立期間②及びこれに継続する同年２月までの 22 か月について、申立人が平

成 15年度分を前納した平成 15年４月 22日にまとめて過年度納付しているこ

とが同様に確認できる。このように、当時は、夫婦二人分の納付日は相違して

おり、いつも夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の陳述とは符合

しない。 

また、申立人が直後の 14 か月の保険料を過年度納付した平成 16 年３月 17

日時点では、この期間は時効により、既に納付できない期間になっている。 

さらに、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性に

ついて確認するため、同払出簿の調査及び、別読みによる氏名検索を行うも、

その存在は確認できなかったほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺

事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3039 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年 11 月から 63年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年 11月から 63年９月まで 

昭和 52 年９月ごろに市役所で国民年金の加入手続をした。その時に、さ

かのぼって２年分の保険料を納付するように市の職員に言われたので、同年

11月ごろに厚生年金保険の加入期間後からの２年分の保険料 27万 6,300円

を納付した。２年分のまとめ払い後からは、６か月ごとに保険料 5万 9,800

円を納付したはずである。 

納付記録を捜したところ、申立期間の領収書の一部がみつかったので、領

収書と年金手帳を社会保険事務所に渡した。しかし、後に領収書と年金手帳

を預かっていないと社会保険事務所から言われ、記録訂正がされないので納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 52年９月ごろに加入手続を行い、その際、２年分の保険料 27

万 6,300円をさかのぼって納付した後は、６か月ごとに保険料５万 9,800円を

納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人の申立期間当時居住していた住所地を管轄する社会保険事務

所において、手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申立人の手帳記号番

号が払い出された痕跡
こんせき

は見当たらなかった。この場合、申立期間は未加入期間

となるため、制度上、保険料は納付することはできない上、この点については、

加入手続を行ったとする市において、手続を行った場合に作成されるべき被保

険者名簿が不存在である状況と符合している。  

また、申立人が加入手続の際、市の職員から納付勧奨を受け、さかのぼって

納付したとする昭和 50 年 11 月から 52 年 10 月までの２年分の保険料 27 万

6,300円は、当時の保険料額３万 7,700円と大幅に相違しているほか、申立人



が過年度納付したとする市の窓口では、過年度保険料を取り扱っておらず、こ

の点においても申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立期間は 156か月間と長期にわたっており、行政側がこれほど継

続して事務的処理の誤りを行ったとは考え難い。 

加えて、旧姓を含めた別読みによる氏名検索を行ったが、その存在は確認さ

れなかったほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たら

なかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3040 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年６月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年６月から 46年３月まで 

    国民年金手帳を昭和 41 年６月１日付けで受領している。以後、区役所か

ら集金人が来て、保険料を納めた。金額は定かではないが、１か月 100円ぐ

らいだったと思う。また、茶色い印紙をもらった記憶があり、年金手帳に挟

んでいたが、事業を整理した際に国を信用していたので捨ててしまった。確

かに納付した記憶があるのに、申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年６月１日付けで国民年金手帳の交付を受け、その後は

集金人に現年度納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人が所持する昭和 41年６月１日発行の国民年金手帳を見ると、

申立期間である昭和41年度から45年度までの印紙検認記録欄に検認の押印が

認められないほか、手帳右側の印紙検認台紙に印紙の貼付
ちょうふ

は無く、切り取られ

ていないことが確認でき、当時は、集金人に現年度納付していたとする申立人

の陳述とは符合しない。 

また、Ａ市では、昭和 41 年度に適用対策として、納付の意思に関係無く未

加入者に対して、年金手帳を送付していたとしている。 

さらに、申立人は、昭和 46年 11 月 26日発行の年金手帳を所持しており、

発行時点では納付することができない昭和42年度から45年度までの印紙検認

台紙が切り取られているとともに、昭和 46 年４月から保険料納付を開始して

いることが印紙検認記録から確認できる。 

これらの点を踏まえると、申立人は、昭和 41 年度に市が実施した適用対策

により年金手帳の交付を受けたものの、当初は、保険料納付がなされず、35

歳を迎える 46 年度に受給権確保の観点から、市による納付勧奨を受け、昭和



46年４月から保険料納付を開始したと考えるのが相当である。 

加えて、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性を

確認するため、住所地を管轄する社会保険事務所において、同払出簿の縦覧調

査を行い、氏名の別読みによる検索を行ったが、その存在は見当たらなかった

ほか、申立期間の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3041 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年４月から平成元年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から平成元年５月まで 

    母の話によれば、市の職員の方が何度か集金に来られ、「年金受給が近づ

いていますので未納分を一括で納めて下さい。その方が年金は多くもらえま

す。」と再三言われたので、周囲の人に相談した末に、母が父の未納分を一

括で納めた。多額だったので間違いなく納付した記憶が残っている。正確な

金額は覚えていないが、何万円という額ではなく、20万円から 30万円とい

う額だったと思う。しかし、申立期間が未納とされていることは納得できな

い。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の長女が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、戸別訪問による納付勧奨を受け、申立期間の保険料について 20

万円から 30万円の金額を一括して過年度納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、申立期間直後の平成元年６月から 60

歳に達する４年２月までの保険料を３年７月から４年５月にかけて分割して

過年度納付していることが社会保険庁の記録から確認できる。この場合、最初

の過年度納付が確認できる３年７月時点では、申立期間の保険料については時

効が成立しており、既に納付できない期間になっている。 

また、仮に、申立期間の保険料を一括納付したとすると合計額は 50万 7,880

円であり、20万円から 30万円ぐらいを納付したとする陳述とは符合しないほ

か、申立期間は６年を超えることから、制度上、すべての期間を一括で過年度

納付することはできない。他方、分割して過年度納付した保険料合計額は 27

万 9,800円であり、金額的に申立人の陳述と符合している点を踏まえると、こ

の間の事情について、何らかの錯誤が存在する可能性も否定できない。 



さらに、申立人の妻に係る市の電算記録及び収滞納一覧表を見ると、申立期

間については、当初は申立人と同様未納であったことが確認できる。 

加えて、申立人は既に亡くなっており、保険料を一括で納めたとする申立人

の妻からは当時の状況を聴取することができず、ほかに申立人の申立期間の保

険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3042 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年 12 月から 48年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年 12月から 48年３月まで                                   

昭和 42年 12月ごろ、当時私は妻と一緒にＡ業を始めていたが、今後も会

社勤めはしないだろうという見通しがあったので、妻と一緒にＡ市役所で国

民年金の加入手続をした。妻が今なら 20 歳の時点にさかのぼって保険料を

納付できるというので、加入当初私も２年ほどさかのぼって納付し、その後

はおおむねその年度の保険料を定期的に納付していた。保険料は市の年金課

から送られてくる納付書によって、妻が私の分も一緒に夫婦二人分を市役所

又は郵便局で納付していた。加入当初の保険料額は月額 200円ぐらいだった

と思うが、当初はさかのぼって２か月ほどまとめて月々400円ぐらい納付し

ていたと思う。65 歳になって年金を受給する時、年金額が予想より少なか

ったので、妻に過去の年金記録を調べてもらったが、納付したはずの期間が

未納とされていた。報道で年金の記録漏れが数多くあることを知り、自分の

場合も記録漏れがあるとしか思えないので、調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年 12 月ごろ妻と一緒に夫婦二人分の国民年金の加入手

続を行い、その際２年ほどさかのぼって保険料を納付し、加入後はおおむね

定期的に保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の加入手続時期をみると、昭和 50年 11月 15日に夫婦一緒

に夫婦二人分の加入手続を行っていることが市の被保険者名簿から確認でき

る。また、この点は通常加入手続から数週間程度経過後に処理される国民年

金手帳記号番号払出簿の払出日が同年 12 月 22 日になされていることと符合

している。この場合、加入手続時点においては、申立期間の保険料は、時効

の成立により、既に納付できない期間になっているほか、42年 12月ごろに加

入手続を行ったとする申立人の陳述とは符合しない。 



また、申立人の保険料納付を任されていたその妻は、納付方法として納付

書を用いての納付しか経験したことが無く、印紙検認方式による納付の経験

が無いと陳述している。一方、市では、申立期間のうち、昭和 49年３月以前

については、印紙検認方式により保険料を収納しており、加入時に２年程さ

かのぼって納付した後は、おおむね定期的に現年度納付していたとする申立

人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立期間の夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたとする申立

人の妻の納付記録をみると、申立期間については未納とされていることが社

会保険庁の納付記録から確認できる。 

加えて、申立人が加入手続時に２年程度さかのぼって保険料を納付したと

する点についてみると、申立人は、加入後間もない昭和 51 年１月 17 日に申

立期間直後の 48 年４月から 50 年３月までの２年間の保険料を一括して遡及
そきゅう

納付していることが市の名簿によって確認できることから、この間の事情と

錯誤している可能性も否定できない。 

このほか、申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能

性を確認するため、社会保険事務所において氏名検索及び申立期間に係る国

民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を実施するも、その存在は確認されな

かったほか、申立期間に係る保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当た

らなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3043 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年８月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年８月から 39年３月まで 

    私は、夫の父親が夫と一緒に私の国民年金の加入手続も行ってくれている

ものと思っていたが、その後、私に区役所から国民年金に加入するよう通知

がきたので、私だけ加入手続が行われていないことが分かり驚いた。 

    私は、きっちり国民年金に加入しておかなくてはならないと思い、何年ご

ろであったのかよく覚えていないが、多分、昭和 36 年ごろの８月に自分で

加入手続を行い、それ以来、保険料を集金人に納付してきた。 

申立期間が未納とされているので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、昭和 39年８月 20

日に払い出されていることが、手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人は、

このころに国民年金の加入手続を行ったものと推定される。この時点において、

申立期間の保険料は、時効により納付することができない期間を含む過年度保

険料となり、基本的に、現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付すること

ができない上、申立人も、過去の保険料をさかのぼってまとめ払いした記憶は

無いと陳述している。 

また、申立人の納付記録をみると、申立人が国民年金の加入手続を行ったと

みられる時期である昭和 39 年７月から保険料を納付していることが確認でき

るとともに、申立人は、申立期間直後の同年４月から同年６月までの過年度納

付書を、保険料を納付しないまま所持している。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を集金人に現年度納付するためには、別

の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る手帳記

号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対

し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たら



なかった。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3044 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年 12 月から 48年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月から 48年 12月まで 

     私は５人姉妹の長女で、姉妹は皆、短大を卒業してから結婚するまで、家

業の店を手伝ってきた。姉妹の国民年金の加入手続は父又は母が行い、保険

料については結婚するまで母が納付してくれていたと思う。 

     妹４人は、20 歳から結婚するまで保険料が納付済みであるのに、長女の

私だけ、始めの約５年間が未納とされているのは納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人姉妹の国民年金の加入手続は、申立人の父親又は母親が行

い、保険料については、結婚するまで母親が納付してくれていたと思うとして

おり、加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、これらを

行ったとする両親は既に亡くなっているため、当時の具体的な納付状況等は不

明である。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 51年４

月 16日に、次女及び三女と連番で払い出されていることが確認できることか

ら、このころに３人同時に国民年金の加入手続が行われたものと推定される。

この時点において、申立期間の保険料は、制度上、納付することができなかっ

たものと考えられる。 

また、申立人の特殊台帳を見ると、加入手続時点において納付が可能であっ

た申立期間直後の昭和49年１月から50年３月までの保険料をさかのぼって過

年度納付していることが確認でき、同時に加入手続が行われたとみられる次女

及び三女についても、それぞれ 20歳から 48年 12月までの期間は未納とされ

ている。 

一方、昭和 30年生まれの四女及び 35年生まれの五女については、それぞれ

20歳に到達する年度内である 51年３月及び 55年６月に国民年金手帳記号番



号が払い出されているため、いずれもその時点で現年度納付が可能であった

20歳から保険料を納付していることが、社会保険庁の記録により確認できる。 

さらに、申立人の母親が申立期間の保険料を納付するためには、別の国民年

金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間に係る手帳記号番号払

出簿の内容をすべて確認し、ほかの読み方による各種の氏名検索を行ったが、

申立人、次女及び三女に対し、有効な別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらなかった。  

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3045 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの期間及び 44年７月から 45年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 39年３月まで 

             ② 昭和 44年７月から 45年３月まで 

    昭和 39 年４月ごろに国民年金の加入を勧める通知がきたので、私が区役

所に出向き、夫婦二人分の国民年金の加入手続を行った。その時、窓口の担

当者から、過去の保険料を３年分さかのぼって納付できると言われ、その場

で納付したことから、夫婦二人分の国民年金の加入日が 36 年４月１日とさ

れた。 

以降は、区役所から来る男性の集金人に、私が夫婦二人分の保険料を一緒

に納付し、手帳に印紙を貼
は

ってもらっていた。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年４月ごろに夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、

その場で過去３年分の保険料をさかのぼって納付したことから、国民年金の加

入日が 36 年４月１日とされたと申し立てているが、国民年金の場合、国民年

金制度が発足した同年４月１日現在において満 20 歳以上の者で、厚生年金保

険等の被用者年金に加入していない者については、基本的に加入手続の時期及

び保険料納付の有無にかかわらず、制度上、同年４月１日にさかのぼって国民

年金の被保険者資格を取得するものとされている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 41年 12

月ごろに夫婦連番で払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認

でき、このころに夫婦二人分の国民年金の加入手続が行われたものと推定され

る。この時点において、申立期間①の保険料は、時効により納付することがで



きなかったものと考えられる。 

また、申立人及びその夫の納付記録をみると、昭和 39 年４月から保険料の

納付が認められることから、加入手続を行ったとみられる 41年 12月当時にお

いて、納付が可能であった昭和 39年度及び 40年度の２年分の過年度保険料並

びに当該年度である昭和41年４月から同年12月までの現年度保険料を併せて、

約３年分の保険料をさかのぼって納付したものと考えても不自然では無く、申

立人が加入手続の際に３年分さかのぼって納付したとする保険料は、当該期間

の保険料であった可能性も否定できない。 

   さらに、申立人が、申立てどおり、昭和 39 年４月ごろに夫婦二人分の加入

手続を行ったものとすれば、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必

要があるところ、申立期間①に係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認し、

各種の氏名検索を行ったが、申立人及びその夫に対し、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

   次に、申立期間②について、申立人は、加入手続後は夫婦二人分の保険料を

一緒に集金人に納付してきたと申し立てているが、一緒に納付してきたとする

申立人の夫は、申立期間②は同様に未納とされている上、申立期間②以外にも

未納期間が散見される。 

加えて、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立期間①及び②の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3046 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年 12 月から 46 年３月までの期間、46 年９月から同年 12

月までの期間、49 年４月から 50 年３月までの期間、52 年１月から 53 年 12

月までの期間及び 54 年 10月から同年 12月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 12月から 46年３月まで 

   ② 昭和 46年９月から同年 12月まで 

   ③ 昭和 49年４月から 50年３月まで 

   ④ 昭和 52年１月から 53年 12月まで 

   ⑤ 昭和 54年 10月から同年 12月まで 

    私は、夫が会社を退職した昭和 45年 12年に国民年金に加入し、区役所の

窓口又は郵便局で保険料を納付してきた。当時、経済的に余裕が無かったの

で、未納の催告もよくあったが、ある程度余裕ができてからは、未納が無い

よう保険料を順番に納付していった。 

また、昭和 55年ごろ、私が就職しているのに納付書が送られてきたため、

それを持って区役所へ返還に行った際、未納があると言われたので、家にあ

った領収書をすべて持参して窓口の担当者に見せると、「同じ番号の別人の

納付になっていました。訂正しておきます。これで未納はありません。」と

言われたことを覚えている。 

上記期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入当時は経済的に余裕が無く、保険料の未納催告も

よくあったが、ある程度余裕ができてからは、未納が無いよう保険料を順番に

納付していったと申し立てているが、申立人から未納保険料を納付したとする

期間及び納付時期等を推定できる具体的な陳述を得ることができなかった。 

そこで、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、申立人が国民年金の資格

を取得した昭和 45年 12月からＡ市が印紙検認方式であった 48 年３月までの



期間のうち、保険料を納付していたことを示す検認印が確認できるのは、申立

期間①直後の 46 年４月から申立期間②直前の同年８月までの５か月のみであ

ることから、それ以外の期間は、現年度において未納であったものと考えられ

る上、申立人の特殊台帳を見ると、50年１月ごろに、申立期間②直後の 47年

１月から申立期間③直前の 49 年３月までの未納期間の保険料をさかのぼって

納付していることが確認でき、納付日時点において、申立期間①及び②は、制

度上、納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人は、区役所の担当者に未納があると言われて、領収証書を持参

した際、同じ手帳記号番号を持つ別人の納付として誤って記録されていたため、

納付済みに訂正されたと申し立てているが、申立人に係る国民年金手帳記号番

号は、当時、手帳記号番号払出簿により一元管理されており、同じ手帳記号番

号が複数の被保険者に払い出されることは考え難い上、申立人は、当時の領収

証書を引っ越しの際に処分したとし、記録訂正されたとする期間についても、

申立人から具体的な陳述を得ることができなかった。 

さらに、申立期間は５回に及び、当該期間は夫も同様に未納となっているこ

とから、これだけの回数、夫婦同時に行政が事務的処理を誤るとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間①から⑤までの保険料を納付していたことを示す

関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立期間①から⑤までの保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3047 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私は、市の広報紙を見て国民年金制度を知り、昭和 35年 11月 21日に任

意加入の手続を行った。国民年金手帳は後に郵送されてきた。 

    保険料については、３か月に一度、市の職員と思われる女性の集金人に、

元夫の分と一緒に夫婦二人分を納付しており、１か月の保険料は 100円だっ

た。 

    昭和 38 年４月以降は、集金人にお金を渡し、目の前で手帳に検認印を押

してもらっていたのを覚えている。 

    申立期間については、集金人に来てもらったくらいの記憶しか無いが、加

入当初から２年間も納め忘れるとは思えない。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録欄を見ると、納付記録のある

昭和 38年４月以降には、保険料を納付したことを示す検認印が確認できるが、

申立期間である昭和36年度及び37年度については、検認印が認められない上、

申立人は、これまで過去の保険料をさかのぼって納付したことも、未納の催告

を受けた記憶も無いと陳述している。   

また、申立人は、国民年金保険料を元夫の分と一緒に夫婦二人分を集金人に

納付していたと申し立てているが、元夫の国民年金の資格取得日は、昭和 48

年４月 28 日であることから、申立期間は、元夫は国民年金の未加入期間であ

り、元夫の保険料と一緒に夫婦二人分を納付することはできなかったものと考

えられるほか、申立人は、申立期間における保険料の納付に関し記憶が明確で

無く、当時の納付状況等の詳細は不明である。 

   さらに、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、手帳記号番



号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

かった。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3048 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年７月から 39年６月までの期間及び 42年７月から 48年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住        所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年７月から 39年６月まで 

           ② 昭和 42年７月から 48年３月まで 

申立期間①については、私が会社を退職した後、父親が国民年金の加入手

続をしてくれたと思うが、はっきりと覚えていない。国民年金保険料の納付

は自分では行っておらず、父親がしてくれていたと思う。 

申立期間②についても、保険料の納付については、自分では納付していな

いので、納付場所及び納付金額等は分からない。 

おそらく父親が兄と一緒に納付していたと思うので、未納とされているの

は納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 39年８月 20日に、Ａ区役所で兄と連番で払い出されており、この手帳記

号番号払出時点において、申立期間①の保険料は過年度納付が可能であり、申

立期間②の保険料は現年度納付が可能である。 

しかしながら、保存されている同区の被保険者名簿においても、申立期間①

及び②の国民年金保険料は未納となっており、また、連番で手帳記号番号が払

い出されている申立人の兄についても、当該期間の保険料は未納となっている。 

また、上記とは別の国民年金手帳記号番号が、昭和 48年３月 31日に転居後

の区役所において、国民年金未加入者に対する特別適用対策事業により、兄と

共に職権で払い出されていることが確認できるが、この手帳記号番号払出時点

において、申立期間①及び申立期間②のうち、45年 12月以前の国民年金保険

料は、制度上納付することができない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記



号番号の払出しの有無について、手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別

読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人は、国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、保険料納

付を担っていたとする申立人の父親は既に他界しているため、申立期間①及び

②の保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとしても、新たな周辺事情等を見

いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3049 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年１月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年１月から 52年３月まで 

    私は、Ａ市内の店で働いていたころに、店の事務をしていた人に手続をし

てもらい、国民年金に加入した。 

保険料は３か月ごとに店に訪れていた集金人に現金を渡して納付し、年金

手帳の裏に印を押してもらっていた記憶がある。 

結婚を契機にＢ市に転居した後も、店で働き、そこでもＡ市と同様に集金

人に続けて保険料を納付していたので、申立期間の保険料が未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市内で働いていたころに国民年金への加入手続をし、国民年金

保険料は３か月ごとに集金人に納付し、Ｂ市に転居した後も、同様に集金人に

納付していたと申し立てているところ、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 43年７月 19日にＡ市Ｃ区で払い出さ

れていることが確認できる。 

しかしながら、特殊台帳を見ると、申立期間直前の昭和 43 年７月から 44

年 12 月までの期間の国民年金保険料については納付済みの記録がある一方、

同台帳では、その後申立人の所在は不明となり、59年７月 30日になって所在

が判明した旨の記録が確認できる。 

これらのことから、Ａ市Ｃ区の国民年金担当部署では、申立人がＢ市に転居

した後、昭和 59 年７月まで申立人の所在地を把握しておらず、集金人による

国民年金保険料収納、及び納付書の送付などはできなかったものと考えられる。 

また、Ｂ市において、昭和 52 年５月、申立人に別の国民年金手帳記号番号

が払い出されているが、この手帳記号番号払出時点において、申立期間のうち、

50年２月以前の保険料は制度上納付することはできず、同年３月から 52年３



月までの保険料は集金人に納付することはできない。 

さらに、Ｂ市で払い出された国民年金手帳記号番号に係る特殊台帳を見ると、

昭和 54年７月に、制度上納付が可能であった申立期間直後の 52年４月から同

年９月までの国民年金保険料をさかのぼって過年度納付していることが確認

でき、この時点においては、申立期間の保険料は時効により納付できなかった

ものと考えられる。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3050 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

    昭和 36年 4 月、国民年金制度発足当初に、妻がＡ区役所の国民年金の窓

口で夫婦二人分の国民年金加入手続をしてくれたと思う。 

保険料については、妻が、自宅に来ていた集金人に夫婦二人分を納付し、

年金手帳に領収印をもらっていたと聞いている。 

その妻は既に他界しており、当時の詳しい話をすることができる者もいな

いが、申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年 4 月、国民年金制度発足当初に、妻がＡ区役所の窓口

で、夫婦二人分の国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を集金

人に納付したと申し立てている。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41 年６月１日に夫

婦連番で払い出されており、この手帳記号番号払出時点においては、申立期間

のうち、38 年 12 月以前の国民年金保険料は、制度上納付することはできず、

39年１月から 40年３月までの保険料は、過年度保険料となり集金人に納付す

ることはできない。 

また、Ａ区を管轄しているＢ社会保険事務所では、申立人及びその妻の国民

年金手帳記号番号は、昭和 41 年度に実施された国民年金未加入者を対象とし

た特別適用対策事業により払い出されたものであるとしており、自らの意思に

より国民年金に加入したとする申立内容と符合しない。 

さらに、国民年金加入手続及び国民年金保険料納付を担っていたとする妻も、

申立期間の保険料は未納となっている。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な国民年金手帳記

号番号の払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び



氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

このほか、国民年金加入手続及び国民年金保険料の納付については、他界し

た妻がしてくれたとしており、申立人は直接関与しておらず、申立人から申立

期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事

情等を見いだすことはできなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金 

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

      

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 3771 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月５日から 41年４月５日まで 

             ② 昭和 41年７月 22日から 43年７月 26日まで 

私は、Ａ業を営んでいたＢ社で主にＣ業務に従事していた。社会保険庁の

記録によると、同社における厚生年金保険被保険者期間は、昭和 40年２月

23日から同年４月５日までとなっているが、自分の職務経験では１か月余

の短期間で退職することはない。１年以上は勤務しているはずで、社会保険

庁の記録が間違っている。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい（申立期間①)。 

Ｄ社で、Ｅ業務に従事していた。社会保険庁の記録によると同社における

厚生年金保険被保険者期間は、昭和 41年５月１日から同年７月 22日までと

なっているが、自分の性格からみて２か月の短期間で退職することはない。

１年以上は勤務していた記憶がある。申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい（申立期間②）。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人はＢ社に昭和 40年２月 23日から 41年４月 

５日まで在職していたと申し立てているところ、雇用保険の記録によると、申

立人の同社における被保険者資格の取得日は 40年２月 26日、離職日は同年４

月４日であることが確認でき、社会保険庁の記録とほぼ一致することが認めら

れる。 

また、社会保険庁が保管しているＢ社の厚生年金保険被保険者名簿による

と、申立人の健康保険被保険者証が被保険者資格の喪失から 18日後の昭和 40

年４月 23日に返還されていることが確認できる。 

さらに、申立期間中に被保険者資格を取得し、申立期間を通じて在職してお



 
 

り、申立人と同じく寮に入りＣ業務に従事していた同僚は、「申立人のことを

覚えていない。」旨陳述しているほか、昭和 40 年２月以前から申立期間後に

至るまで継続してＢ社に在職しており、Ｆ部でＣ業務を担当していた課長は、

「Ｃ業務を担当していた者は７人から８人いたが申立人のことは記憶にない。

１年２か月も勤務していたのであれば、もう少し覚えているはずである。」旨、

陳述しており、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除について確認

することができない。 

申立期間②については、複数の同僚の陳述から、当時、Ｄ社には 10 人から

15人程度の社員がいたとみられるところ、申立期間中の昭和 42年２月から同

年４月までの間に同社で厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚４人

は、いずれも申立人のことを覚えていない旨陳述している。 

また、申立人がＤ社に勤務する昭和 41 年５月以前から申立期間後に至るま

で継続して同社に在職していた同僚は、「申立人のことはおぼろげながら覚え

ているが、２年余りも在職していたのであれば、Ｆ部であった自分がもっとは

っきり記憶しているはずである。」旨陳述している。 

さらに、申立人の雇用保険記録は確認できず、また、申立人が申立期間にお

いてＤ社に在職していたことがうかがえる事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主より給与から控除されていた

と認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3772 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 17年４月ごろから 18年３月ごろまで 

  ② 昭和 18年４月ごろから 19年３月ごろまで 

  ③ 昭和 19年４月ごろから 20年２月１日まで 

    私は、申立期間当時、Ａ社Ｂ支所でＣ業務の助手をしていた。同社は、会

社ごと軍に徴用され、私達従業員はＤ業務に専念させられた。顧客は軍だけ

だった。生死をかけて職務を遂行したのに、「公的年金での補償は無い。」

では納得できない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い（申立期間①）。 

    私は、申立期間当時、Ｅ市にあるＡ社の宿泊所でＦ業務の訓練を受けてい

た。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい（申立期間

②）。 

    私は、申立期間当時、Ａ社Ｂ支所でＦ業務に従事していた。社会保険庁に

よると、厚生年金保険法及び健康保険法は「国内法」であるため、Ｇ国では

厚生年金保険に加入することは出来なかったとのことであるが、当時Ｇ国は

日本国内である。 

    平成 18年に社会保険事務所に問い合わせたところ、昭和 20年２月１日か

ら同年10月10日までの８か月がＡ社における厚生年金保険加入記録として

認められ、私の年金記録に追加されたが、申立期間の記録が無いというのは

納得がいかない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい

（申立期間③）。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人はＧ国内の事業所において勤務していたと申

し立てているところ、共通法(大正７年法律第 39 号)において、当時の日本の



 
 

統治地域は、内地(樺太を含む)、朝鮮、台湾、関東州、南洋群島に区分され、

内地以外は外地とされていた。同法によれば、Ｇ国は外地に該当するところ、

社会保険庁は、申立人からの照会に対し、「当時の労働者年金保険法（昭和

19年２月法律改正で厚生年金保険法に名称改正。)は、健康保険法の適用事業

所に使用される労働者を加入対象としていたが、同法は国内法のため、Ｇ国に

おいては適用されないこととされていた。したがって、厚生年金保険法もＧ国

においては適用されておらず、保険料も徴収していなかった。」旨回答してい

る。 

また、Ｇ国は、内地と慣習を異にする住民から構成されていること等の事情

を踏まえ、当時、Ｇ国における国内法の施行については、「Ｇ国ニ施行スヘキ

法令ニ関スル法律」によって、「内地の法律のうち、その全部又は一部をＧ国

において施行する必要があるものについては勅令で定める。」こととされてい

た。 

これに対し、労働者年金保険法が公布された昭和 16 年以降、終戦までの間

において、労働者年金保険法をＧ国において施行するための勅令は見当たらな

い(健康保険法(大正 15年７月１日施行)についても同様。)。 

以上の事情から、Ｇ国に所在したＡ社Ｂ支所は、労働者年金保険適用事業所

ではなく、申立人は、申立期間当時、被保険者資格を取得することはできなか

ったことが認められる。 

申立期間②については、社会保険庁が保管していた健康保険労働者年金保険

被保険者名簿により、Ｅ市に「Ｈ施設」の名称で適用事業所が所在していたこ

とが確認できる。 

一方、社会保険庁の記録によると、「Ｈ施設」が厚生年金保険適用事業所と

なったのは、昭和 20年４月１日で、同年８月 30日に適用事業所に該当しなく

なり(終戦による事業廃止。)、申立期間は、適用事業所となる前であることが

確認できる。 

また、申立期間当時、労働者年金保険の加入対象は「労働者」に限定されて

おり、当該労働者の範囲について、当時の制度解説書によれば、「主として肉

体的労働を以って工場、事業場等の本体たる業務又はこれに直接関係ある業務

に従事する者を言う。」とされているところ、「Ｆ業務」はその業務内容に 鑑
かんが

み、「労働者」とは言い難く、被保険者となれない「技術職員」に該当してい

たと考えるのが相当である。 

以上の事情から、申立人は申立期間当時、労働者年金保険被保険者であった

ことは考え難い。 

申立期間③については、申立人は、Ａ社Ｂ支所から昭和 20 年２月１日付け

で同社Ｉ支所(Ｊ市)に異動したと陳述しているところ、社会保険庁の記録によ

ると、異動日付けで厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 



 
 

一方、申立人は、申立期間中はＢ支所において勤務していたと申し立ててい

るところ、前述のとおり当時外地であるＧ国においては、労働者年金保険法は

適用されていなかったことから、申立人は、申立期間当時、被保険者資格を取

得することはできなかったことが認められる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金被保険者とし

て、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3773 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年６月１日から 27年 12月 26日まで 

  ② 昭和 33年 12月２日から 38年２月 28日まで 

    ねんきん特別便に、結婚後初めて勤めたＡ社の厚生年金保険加入期間が記

載されていなかったので、社会保険事務所に照会申出書を提出したところ、

脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

Ａ社を退職した後も、ずっと働くつもりでいたので、厚生年金保険を脱退

することは無く、脱退手当金を受け取っていないので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を昭和 38 年２月に退職したが、脱退手当金は請求も受領も

していないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約４か月後の昭和38年６月27日に支給決定されていることが

確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿で申立人が記載されているページ

を含む前後計６ページ(101人)のうち、申立人と同一時期(おおむね３年以内)

に受給要件を満たし資格を喪失した女性 20 人について、脱退手当金の支給記

録を調査したところ、受給者は申立人を含め 16 人みられ、その全員が資格の

喪失後約６か月以内に支給決定されているほか、申立人も含め支給決定日が同

一日となっている受給者が散見されることを踏まえると、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えら

れる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す



 
 

る「脱」の表示が記されているほか、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3774 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17年６月１日から 19年３月 15日まで 

             ② 昭和 19年３月 15日から 20年９月１日まで 

             ③ 昭和 21年５月１日から 22年 10月１日まで 

             ④ 昭和 24年１月 15日から 28年６月５日まで 

             ⑤ 昭和 30年４月 18日から 44年５月１日まで 

    父が死亡し、母が遺族年金裁定請求のため、Ａ社会保険事務所に行った際、

厚生年金保険を１か月も掛けていないので遺族年金は受給できないと言わ

れた。 

しかし、今回の年金記録問題が発覚した際、亡父についても名前の読み

間違え等があるのではないかと思い、私がＢ社会保険事務所で再確認した

ところ、昔の厚生年金保険加入記録が見つかったが、昭和 22 年と 59 年に

脱退手当金受給済みとなっていた。 

亡父は生前、「年金がようやくもらえる年になったのに悔しい。」と言

っていたのをはっきり覚えており、また、家族は誰も脱退手当金の請求を

していないので、申立期間が脱退手当金支給済みとなっていることに納得

できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の二女が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していないと

している。 

申立期間①、②及び③について、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退

手当金は、申立期間③のＣ社での厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３



 
 

か月後の昭和 22年 12月 26日に支給決定されていることが確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、保険給付欄には、脱

退手当金支給記録が確認でき、記載されている支給金額、資格期間及び支給年

月日等は、オンライン記録と一致しているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえないほか、当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金

保険被保険者期間がなければ年金は受給できなかったことを踏まえると、申立

人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

次に、申立期間④及び⑤について、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱

退手当金は、申立人が死亡した約５か月後の昭和 59年 12月 21日に支給決定

されていることが確認できる。 

社会保険事務所では、厚生年金保険被保険者が死亡後に脱退手当金を請求す

る場合の手続について、請求者は脱退手当金裁定請求書以外に被保険者（死亡

者）の戸籍謄本（若しくは抄本）及び住民票の除票等を提出する必要があると

しているところ、申立人について親族以外の第三者がこれらの書類を入手した

上で脱退手当金を請求するとは考え難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、１回目の脱退手当金支

給対象期間（申立期間①、②及び③）以降、昭和 32年９月 30日までの厚生年

金保険資格記録の記載が確認できるところ、当該記載は申立期間④及び⑤の脱

退手当金支給額の算定に伴うものと考えられるほか、申立期間④及び⑤の脱退

手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3775 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年７月１日から 31年２月 10日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社で勤務していた昭和 26 年７月１日から 31

年２月 10 日までの厚生年金保険被保険者期間が、脱退手当金支給済みとな

っている。 

    申立期間当時、年齢も若く脱退手当金の制度を知らなかったので、請求手

続を行ったことも受給した記憶も無い。 

    脱退手当金を受給していないので、厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職した際、脱退手当金を請求した記憶は無く、受給して

いないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約１か月後の昭和 31 年３月７日に支給決定されていることが

確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金を支給し

たことを示す表示が記されているほか、給付記録欄には支給金額、資格期間及

び支給年月日等が記載されており、その内容はオンライン記録と一致している

上、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

また、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保

険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立人が脱退手当金を

受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3776 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月１日から 36年 10月 11日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社Ｂ支店、Ｃ支店及び本店における加入期間について脱退手当金

支給済みとの回答をもらった。 

    しかし、脱退手当金の請求手続はしておらず、受け取った記憶も無いので、

支給済みとなっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金について、請求も受給もしていないと

している。 

  社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約３か月後の昭和 37 年１月 22 日に支給決定されているこ

とが確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿で申立人が記載されているペー

ジを含む前後計 11ページ（220人）のうち、申立人と同一時期（おおむね２

年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した女性 33人について、脱退手当金

の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め 30 人みられ、うち 18

人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されているほか、支給決定日が同一

日となっている受給者が散見されることを踏まえると、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えら

れる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱｣の表示が記されているほか、申立人の脱退手当金の支給額に計算上

の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



 
 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3777 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年１月５日から 39年４月 13日まで 

             ② 昭和 39年４月 13日から 40年８月１日まで                         

昭和 29年 1月５日から 40年８月 1日まで勤務したＡ社及びＢ社におけ

る厚生年金保険加入期間について、脱退手当金支給済みとなっている。 

私は、脱退手当金の書類に記入及び押印した記憶は無いが、Ｂ社から返

還された私の厚生年金保険被保険者証には脱退済の印があり、また、一方

的に脱退手当金を支給されたことから、担当者に説明を求めたが拒否され

た。 

私の意思に反して脱退手当金受領を余儀なくされたことに納得できな

いので、申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ社を退職する際に脱退手当金を受領したと陳述していることか

ら、申立人が申立期間の脱退手当金を受領していることは明らかである。 

      また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記されているほか、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りが無いな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3778 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年９月１日から 28年９月 30日まで 

             ② 昭和 28年 11月４日から 38年２月１日まで 

Ａ社及びＢ社での厚生年金保険加入期間について、脱退手当金が支給され

たことになっている。 

しかし、脱退手当金の請求手続はしておらず、受給していないので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約１か月後の昭和38年３月12日に支給決定されていることが

確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金が支給決

定される直前の昭和 38 年３月８日付けで脱退手当金の算定のために必要とな

る標準報酬月額等を、社会保険庁から当該脱退手当金を裁定した社会保険事務

所へ回答したことを示す「回答済」の表示が確認できるほか、申立人の脱退手

当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立期間である２回の被

保険者期間は同一記号番号で管理されているが、申立期間後の被保険者期間は

別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したために記号番号が

異なっていると考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3779 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 27年４月１日から 31年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務していた昭和 27年４月１日から 31年 10月 12日までの期間のうち、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。当該期間についても厚生年

金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の同僚及び申立人の同級生の陳述から判断して、申立人が申立期間も同 

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は、昭和 32 年８月に厚生年金保険の適用事業所では無くなっ

ており、事業主も死亡しているため、同社及び事業主から、申立人の同社にお

ける勤務及び厚生年金保険料控除等の状況について確認することはできない。 

   また、同僚及び事業主の妻等からも、申立期間の保険料控除をうかがわせる

有力な陳述は得られない。 

さらに、申立人は、申立期間当時はＡ社で唯一の勤労学生であり（昭和 27 

年４月から 31年３月まで定時制高校に通学。）、この間の労働時間は、ほか

の従業員より１時間短い７時間であったと自ら陳述しているところ、勤労学

生では無い同僚については、同人の記憶する在籍期間と厚生年金保険の加入

期間とが一致することから、申立期間当時、同社では、申立人の勤務時間が

ほかの従業員より短い等の理由で、厚生年金保険に加入させていなかったこ

とが考えられる。 

加えて、申立人は、申立期間に給与から厚生年金保険料を控除されていた

としているものの、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらず、

社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、



 
 

申立期間の健康保険整理番号に欠番は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3780 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年４月４日から 39年１月 27日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間について記録が無いとの回答があった。 

在職中に結婚し、社長から結婚祝金をもらったことも覚えているので、申

立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述等から判断すると、期間までは特定できないが、申立人が、申立

期間にＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の新規適用事

業所となったのは昭和 39 年５月４日であり、申立期間は、適用事業所となっ

ていない上、上記の同僚も、「自身の就職は昭和 35年であるが、39年５月以

前は事業所が厚生年金保険の適用事業所になっていないことを知っていた。」

と陳述している。 

また、事業主は既に死亡しており、申立期間における申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料控除等は、確認できない。 

さらに、社会保険事務所の記録から、事業主夫婦が、申立期間と重複する昭

和 36年４月から 39年３月まで国民年金に加入し、その保険料を納付している

ことが確認できる。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及

び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年３月ごろから 41年 10月ごろまで 

夫は、昭和 40年３月ごろから 41年 10月ごろの間に、Ａ社（現在は、Ｂ 

社。）及びＣ社で、半年ぐらいずつ勤めていた。どちらが先だったかは分か

らないが、Ａ社では、Ｄ業務の仕事をし、会議にも出席した。 

Ｃ社では、Ｅ業務に従事をしていた。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社については、社会保険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、申立期間当時に被保険者記録の有る複数の同僚の陳述から判

断して、申立人が、期間は特定できないものの、申立期間当時、同社に勤務し

ていたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、当時の雇用形態及び厚生年金保険の控除については、44

年も前のことであり、関係資料は無く、当時を知る社員も退職しており不明と

回答していることから、申立期間当時の申立人の勤務実態及び厚生年金保険料

の控除について確認できない。 

また、前述の被保険者名簿から把握し連絡のとれた同僚７人は、いずれも、

厚生年金保険の資格取得日より前にＡ社に入社していたと陳述しており、当該

７人が記憶する入社日と資格取得日を対比すると、全員が、入社日から１か月

から８か月後に資格を取得しており、そのうち２人は、Ａ社では、申立期間当

時、試用期間が有ったと陳述している。 

Ｃ社については、申立人の妻が記憶していた同僚の陳述から判断して、期間



 
 

は特定できないものの、申立期間の一部において、同社に勤務していたことは

推認できる。 

しかし、Ｃ社は、自社が保管する「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認及び標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書」について、昭和 40年２月から 42年３月までの分を調査したが、

申立人の氏名は確認できなかったことから、申立人の厚生年金保険料は控除し

ていなかったはずであるとしている。 

さらに、Ｃ社は、申立期間当時に試用期間が有ったとしており、同社に係る

社会保険事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において把握し連絡の

とれた同僚１人も、数か月間の試用期間が有ったと陳述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関係資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3782 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 31年４月から 35年４月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社に確かに勤務

していたので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 42年 11月１日であり、申立期間は、適用事業所となってい

ない。 

また、事業主は、「当社は昭和 42年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっているため、それ以前の期間は申立人を含めてほかの従業員についても

厚生年金保険料は控除していない。」としている。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 42年 11月１日に資

格を取得している従業員に照会したところ、複数の者から、申立期間は、会社

が厚生年金保険の適用事業所では無かったため、厚生年金保険料は控除されて

いなかったとの陳述が得られた。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ 

いては、申立人は控除されていたとしているものの、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3783 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年１月 31日から 33年８月 28日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社

には、昭和 27年から 36年まで継続して勤務しており、途中で一時的に退社

したことは無いので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から判断して、申立期間も、申立人がＡ社に継続して勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、58人の被保険者のうち、昭和 31年１月１日に 13人が資格を喪失し、

同年１月 31 日に申立人を含めて 35 人が資格を喪失している。そのうち、申

立人が被保険者資格を再取得する 33年８月 28日までに 27人が再取得してい

るが、申立人及び複数の同僚は、一時に多数の従業員が退職し、その後再就

職するというようなことは無かったとしている。 

これらのことから、事業主は、申立期間当時、多数の従業員について、雇用

は継続していたものの、何らかの事情により、厚生年金保険の資格喪失手続

を行ったものと考えられ、申立人提出の「昭和 33年度住民税特別徴収税額の

納税者への通知書」の「前年中の社会保険料控除額」欄には、控除額が記録

されていない。 

また、Ａ社は、昭和 57 年１月に既に厚生年金保険の適用事業所で無くなっ

ており、事業主も既に死亡していることから、同事業所での申立期間におけ

る申立人の勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について確認することがで



 
 

きない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3784 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年３月 25日から同年５月 25日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社で正社員として

勤務し、Ｂ業務に従事をしていたので、厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 22年２月１日であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、申立人は、当時のＡ社における上司及び同僚等の氏名を記憶しておら

ず、これらの者から申立人の勤務の実態及び厚生年金保険料の控除について確

認することはできない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、同社の新規適用日に資格を取得している従業員に照会しても、申立人

を記憶している者はいない。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年 12月１日から 38年５月７日まで 

私は、親戚が経営するＡ社に昭和 35年３月１日から 39年３月 31日まで 

勤務し、正社員としてＢ業務を担当していた。 

Ａ社には私の兄も勤務していたが、兄が退社した後も、私は引き続き勤

務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 35年 12月１日に申立人の兄が退職した後も引続きＡ社に継

続して勤務していたと申し立てているところ、複数の同僚の証言から、申立人

の兄が同日に同社を退職した後も、申立人は申立期間において同社に継続して

勤務していたことが推認される。 

しかしながら、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人及び

その兄の資格喪失日は、いったん、昭和 35 年 11月 30日と記録されていたと

ころ、その後、同社から資格喪失日の届出誤りがあったとして、訂正届が提出

され、37年１月 25日付けで資格喪失日を 35年 12月１日に遡及訂正処理され

ていることが確認できることから、何らかの事情により、当時、同社は申立人

及びその兄を同一日で資格を喪失させたことがうかがわれる。 

また、当該被保険者名簿によると、申立期間中もＡ社で被保険者であった同

僚には、いずれも昭和 36年 10月及び 37年 10月の定時決定の記録が確認でき

るところ、申立人には、これら複数年にわたる定時決定の記録は見当たらない

ことからも、当時、同社は、申立人及びその兄について、社会保険庁の記録ど

おりの資格喪失届を行ったものと考えられる。 

さらに、Ａ社に係る被保険者名簿をみると、健康保険番号に欠番は見当たら



 
 

ない。 

加えて、申立期間当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の申立期間

に係る保険料控除についての陳述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3786 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料 

  を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45年５月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 45年８月１日から 46年３月 22日まで 

             ③ 昭和 46年３月 22日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ市にある

Ｂ社（現在は、Ｃ社Ａ本社。）に勤務していた申立期間①、Ｂ社Ｄ支社に勤

務していた申立期間②及び同社が商号変更した後のＣ社Ｄ支社に勤務して

いた申立期間③の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ｂ社には、昭和 45

年５月１日から平成11年７月31日に退職するまで継続して勤務していたの

で、申立期間①、②及び③を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、昭和 45 年５月１日からＢ社に申立期間も継続して勤務していた

ことは、Ｃ社発行の在職証明書及び同僚の陳述から認められる。 

   しかし、社会保険事務所の記録では、Ｃ社Ｄ支社が厚生年金保険の適用事業

所となった日は、Ｂ社から商号変更により同名称となった後の昭和 46 年９月

１日で、申立人は同日付けで同社Ｄ支社で初めて厚生年金保険の被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

   また、Ｃ社Ａ本社が厚生年金保険の適用事業所となった日は、同社Ｄ支社が

厚生年金保険の適用事業所となった日より後の昭和 52 年７月１日からであ

り、申立期間①、②及び③はそれぞれの事業所が適用事業所となる前の期間に

当たる上、申立期間当時の複数の同僚からは、同社が厚生年金保険の適用事業

所となる前の期間については、給与から厚生年金保険料は控除されていなかっ

た旨の陳述が得られた。 



 
 

   さらに、Ｃ社の現在の事業主は、「先代の社長が亡くなったことにより事業

を継承することになったので、申立期間当時の社会保険の手続等については、

資料も無く不明である。」と陳述している。 

加えて、申立人が陳述している申立期間における厚生年金保険料の控除額に

ついては、当時の保険料率から算出される額と一致しない上、また、保険料控

除を確認できる関連資料や周辺事情も無い。 

   なお、申立人は、申立期間当時健康保険証を交付されていたと陳述している

ところ、複数の同僚から当時の事業主はＥ業務従事者であったことから、Ｃ社

の従業員はＦ国民健康保険組合に加入していたとの陳述が得られた。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3787 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険第四種被保険者として厚生年金

保険料を納付していたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年７月１日から同年 12月７日まで 

    昭和 56年６月 30日にＡ社を退職した際に、同社で健康保険の任意継続と

併せて厚生年金保険の第四種被保険者の資格取得申請をしてもらい、保険料

は送られてきた納付書で、毎月、妻が自分の国民年金保険料と一緒に金融機

関で納付した。 

社会保険庁の記録では、資格取得日が昭和56年12月７日になっているが、

同年７月１日に厚生年金保険第四種被保険者の資格を取得したはずである。 

申立期間について、第四種被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 第四種被保険者制度は、厚生年金保険被保険者期間が 10年以上ある者が被

保険者の資格を喪失したときに、老齢年金を受けるのに必要な資格期間を満た

していない場合に、資格期間を満たすまで退職後も引き続き被保険者となるこ

とができる制度である。申立人が第四種被保険者資格を取得したとする昭和

56年７月１日時点において、申立人の厚生年金保険被保険者期間は 14年４か

月であり、申立人は、第四種被保険者資格の加入要件を満たしている。 

しかしながら、申立人は、退職の際にＡ社が申請手続を行ってくれたので、

自分自身で第四種被保険者に係る手続を行った記憶は無いと陳述していると

ころ、同社総務部は、資料が残っておらず、申立人に係る第四種被保険者資格

の取得手続については不明と回答しているため、申立人の第四種被保険者資格

の取得日等を確認することはできなかった。 

また、社会保険事務所保管の厚生年金保険第四種被保険者名簿をみると、申

立人は、昭和 56年 12月７日に第四種被保険者資格を取得し、その処理は、同

年 12月 23日に行われているほか、申立人が改名した 58年１月 28日直後の同



 
 

年１月 31 日に申立人の氏名が変更処理されていることが確認でき、記録に不

自然な点も見当たらない。 

さらに、申立人は申立期間の保険料について、まとめて納付したことは無く

１か月ずつ毎月納付したと陳述しているほか、具体的な納付時期及び金額等の

記憶は不明確であり、このほか、申立人の申立期間に係る保険料の納付につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険第四種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付していたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 22年２月１日から 23年７月１日まで 

    私は、昭和 22 年２月１日より、Ａ社で勤務し始めたが、社会保険庁の記

録では 23 年７月１日より厚生年金保険に加入していることとされている。

確かに 22年２月１日より勤務し、厚生年金保険に加入しているはずなので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人提出の退職金支払明細書及びＡ社提出の在職証

明書により、申立人が申立期間を含め同社に継続して勤務していたことが確認

できる。 

しかしながら、申立人が、申立人よりも先に入社した同僚として名前を挙げ

た者は、昭和 21 年１月８日に入社したと陳述しているが、Ａ社での厚生年金

保険の資格取得日は申立人と同じ 23年７月 1日となっている。 

また、当該同僚は、昭和 22 年の末ごろ、Ａ社における当時の社会保険事務

担当者に自分自身の社会保険が未加入とされていることについて問い合わせ

たところ、同社では終戦に伴う資金不足のため、社会保険に加入させていなか

った旨の説明を受けたと陳述している。 

さらに、ほかの同僚の陳述から申立人とほぼ同時期に入社したとみられる者

の厚生年金保険の資格取得日も、申立人と同じ昭和 23 年７月１日となってい

ることから、当時、Ａ社では、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させ

ていた訳ではなかったと推認される。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3789 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 20年９月１日から 21年 10月１日まで 

            ： ② 昭和 21年 10月１日から 24年４月１日まで 

私は、昭和 20 年９月１日からＡ社でＥ業務の仕事をしており、事業主の

名前も記憶している。その後 21年 10月１日から 24年４月１日まで、Ｂ市

役所でＤ業務の仕事をしていた。それぞれ勤めていたことは確かなので、申

立期間を厚生年金保険の加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①において、申立人は、Ａ社で勤務していたと申し立てているが、

商業登記簿では当該事業所は確認できず、申立人が記憶していた事業主の氏名

が、類似名称のＣ社の代表取締役の氏名と一致することから、期間及び時期は

特定できないものの、申立人は同社に勤務していたと推定される。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 27年６月 18日であり、申立期間①は適用事業所となっていない

期間に当たる。 

また、社会保険庁の記録において、当時の事業主もＣ社における厚生年金保

険の資格取得日は、同社が適用事業所となった約 12 年後の昭和 39 年２月 11

日であることが確認できるほか、当該事業主は既に亡くなっているため、申立

人の申立期間に係る保険料控除について確認することはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間②において、申立人は、Ｂ市役所でＤ業務の仕事をしていたと申し

立てている。 

しかし、社会保険庁の記録において、当該事業所が厚生年金保険の適用事業



 
 

所であったことを確認することはできなかった。 

また、市町村合併によりＢ市と合併したＤ市は、「当時の資料が無いため、

当該事業所が厚生年金保険の適用事業所であったか否かについては確認でき

ない。」としているほか、同市保管の資料によると、申立人は恩給、共済年金

対象者としての記録は見当たらないため、非正規職員であったと考えられる

が、申立人の当時の勤務実態及び保険料控除についても不明と回答している。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年ごろから 28年ごろまで  

   私は、昭和 25年ごろからＡ社に正規職員として勤務したが、社会保険事

務所では、同管理所に勤務した期間の厚生年金保険加入記録が無い。 

Ａ社には、父が亡くなった昭和 27年 10月 18日まで出勤し、その後しば

らく休職したが、そのまま退職させられた。休職後しばらくは給与の支払

いがあったので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶する複数の同僚が、Ａ社の事業を継承するＢ社（現在は、Ｃ社。）

Ｄ支社において、昭和 28 年４月１日付けで厚生年金保険被保険者資格を取得

しており、また、このうち連絡のとれた１人は、Ａ社に勤務していたと陳述し

ており、その業務内容等に係る陳述の内容が申立人の申立内容と符合すること

から、時期は特定できないものの、申立人が同社に勤務したことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所の記録において、厚生年金保険の適用事業

所としての記録は無い。 

また、Ａ社は、Ｅ組織（昭和 27 年８月１日廃止）の出先機関であったが、

同組織の廃止後、Ｆ社に組織変更され、昭和 28 年４月１日にはＢ社に組織変

更されているところ、申立期間当時にＦ社が厚生年金保険の適用事業所であっ

た記録は無い。 

さらに、Ｂ社Ｄ支社については、昭和 28 年４月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっているが、申立人は、27 年 10 月 18 日以降はＡ社を休職してい

たとしている上、Ａ社がＢ社に組織変更された記憶も無いとしているほか、社

会保険事務所の同社Ｄ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申



 
 

立期間において健康保険整理番号に欠番は無いことから、申立人が同社Ｄ支社

において厚生年金保険被保険者資格を取得したとは考え難い。 

加えて、申立期間当時、Ａ社において社会保険事務を担当していた元職員は、

「当時、正規職員であれば共済組合に加入していたが、それ以外の職員が厚生

年金保険に加入していたかどうかは覚えていない。」としているほか、申立人

が同僚であったとしている元職員は、「私は、臨時職員であった。厚生年金保

険は、Ａ社では加入しておらず、Ｂ社に組織変更された時に初めて加入した。」

と陳述している。 

また、Ａ社の事業を継承するＣ社は、申立期間当時の人事記録等の資料は保

管していないとしており、同社から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控

除を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3791 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年 10月 20日から 31年 10月 15日まで  

    私は、昭和 28年 11月 19日から 31年 10月 31日まで、Ａ社に継続して勤

務したが、社会保険事務所では、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。 

    申立期間も厚生年金保険料を控除されていたと思うので、当該期間につい

て、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 28年 11月 19日から 31年 10月 31日まで継続してＡ社で勤

務し、申立期間も給与から厚生年金保険料を控除されていたと申し立ててい

る。 

しかし、Ａ社は、昭和 33 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、申立期間当時の事業主は既に死亡しているほか、その他の元役員の所在は

不明であることから、同社及びこれらの者から申立期間における申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除は確認できない。 

また、申立人は同僚の名前を覚えておらず、社会保険事務所のＡ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が同社に勤務したとする期

間に被保険者記録がある元従業員 17 人のうち所在が判明し聴取することがで

きた６人からは、申立期間における申立人の勤務実態を確認できる陳述は得ら

れなかった。 

さらに、申立人と同一日の昭和 29年 10月 20日に厚生年金保険被保険者資

格を喪失している元従業員１人は、Ａ社の事業主から「会社が倒産するかもし

れないので若い人から先に退職するように。」と言われ同社を退職したと陳述

している。 

加えて、社会保険庁の記録においてＡ社で、被保険者資格を２度取得してい



 
 

る者が申立人以外に６人みられ、このうち回答が得られた１人は、「申立期間

当時の町工場においては、退職後、再入社するようなことは特に珍しいことで

はなかった。」としている。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 3792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 24年２月１日から 26年１月 31日まで 

    私は、勤務した時期及び期間をはっきりとは覚えていないものの、Ａ社で

勤務し、Ｂ業務に従事したが、社会保険事務所では、同社において厚生年金

保険に加入した記録が無い。 

当時の同僚に私の勤務期間を確認したところ、昭和 24年２月ごろから 26

年１月ごろまで勤務したとのことであるので、申立期間について、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社で勤務していたと申し立てている。 

   しかし、申立人は、Ａ社に入社した時期及び勤務した期間を明確には記憶し

ておらず、申立人が勤務期間を確認したとする同僚に申立人の入社日及び勤務

期間を確認しても、申立人の入社日等に関する当該同僚の記憶は明確でなく、

これらについて確認できる陳述は得られない。 

   また、申立人及び当該同僚は、申立人が同僚よりも先にＡ社を退社したとし

ているが、当該同僚の厚生年金保険被保険者資格の喪失日が昭和 25年８月 25

日であることから、申立人の同日以降の同社での勤務は確認できない。 

   さらに、申立人は、Ａ社においてＢ業務に従事したとしているところ、事務

職であった同僚及び所在が判明し聴取することができた元従業員１人は、「厚

生年金保険被保険者記録がある元従業員のうち、申立人と同じ職種であった者

がいるかについては分からない。」としている。 

加えて、Ａ社は、平成元年に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、

申立期間当時の事業主は既に死亡しているほか、元役員及び当時の事務担当者

の所在は不明であり、これらの者から申立人の同社における勤務実態及び厚生



 
 

年金保険料控除の状況は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3793 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 10月から 61年９月まで 

             ② 平成７年 10月から８年９月まで 

    社会保険事務所の記録では、Ａ社に勤務時の昭和 60年 10 月から 61年９

月までの期間(申立期間①)の標準報酬月額が 28万円、平成７年 10月から８

年９月までの期間(申立期間②)の標準報酬月額が 44 万円になっている。当

時、管理職として勤務しており、給与の額が減少することはあり得なかった

ので、申立期間①及び②の標準報酬月額を、それぞれ前後の記録に併せて

30万円と 47万円に訂正してもらいたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で管理職として勤務していた期間のうち、申立期間①（昭

和 60年 10月から 61年９月まで）及び申立期間②（平成７年 10月から８年

９月まで）の標準報酬月額が前後の期間と比べて減少することは無かったと

申し立てているところ、申立人から給与明細書等の提出は無く、これを確認

できる資料も見当たらなかった。 

また、Ａ社が加入している厚生年金基金が提出した申立人に係るＢ厚生年

金基金加入員台帳をみると、申立期間①及び②当時の標準給与月額は社会保

険事務所の記録と一致していることが確認できる。 

さらに、Ａ社の総務担当者は、「申立人が管理職に登用されたのは昭和

61年４月 16日であることから、60年 10月の標準報酬月額定時決定時に算

定基礎となる報酬額は、管理職になる前の同年５月から同年７月までの３か

月となり、申立人の報酬額には固定給以外に残業手当も含まれていたことか

ら 59年 10月に決定された標準報酬月額と相違することはあり得る。」と陳



 
 

述している。 

加えて、Ａ社の総務担当者は、「申立人はＣ業務職の管理職であったため、

計画の達成度により毎月の給与に一時金を加算することがあったことから、

平成７年10月に決定された標準報酬月額が６年10月に決定された標準報酬

月額と相違することもあり得る。」と陳述している。このことは、申立人が

提出した平成９年及び 10 年のＡ社作成の所得税源泉徴収簿に記載されてい

る毎月の総支給額が、46万 3,880円から 50万 3,800円までの間で増減して

いることからもうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、その主張する標準報酬月

額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事情

等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②

について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。



大阪厚生年金 事案 3794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年４月 16日から同年 10月まで 

           ② 昭和 41年４月１日から同年９月まで 

                ③ 昭和 41年９月から同年 12月１日まで 

私は、中学校を卒業して、すぐにＡ社に就職したが、途中で嫌になって

辞めた。その後、同社に継続勤務していた友人からまた来てほしいと言われ

て、再度、同社に勤め始めた。厚生年金保険の空白期間があるのは承知して

いるが、１年間も厚生年金保険の加入記録が抜けているのはおかしい。辞め

たのは昭和 39年 10月ごろだったと思う。（申立期間①） 

Ａ社に再度勤め始めてからは昭和 41年の秋ごろまで勤めていた記憶があ

る。（申立期間②） 

また、Ａ社を退職後、すぐにＢ社で勤め始めた。同社での勤務期間は１

か月ではなく、半年間は勤務していたと思う。写真にあるように昭和 41 年

10月には社内旅行に行った証拠がある。（申立期間③） 

申立期間①、②及び③について被保険者期間であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人はＡ社に勤務し、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと申し立てている。 

そこで、申立期間当時Ａ社に勤務していた同僚８人に対し、申立人について

照会したところ、３名から申立人が同事業所に在籍していたことを記憶してい

る旨の回答が得られたが、このうち申立期間①及び②を通して同社に勤務して

いた同僚は、「申立人がいつまでいたかは、はっきりしない。」旨陳述してお

り、申立期間に係る申立人の勤務実態及び保険料控除についての陳述を得るこ



 
 

とができなかった。 

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらない。 

申立期間③について、雇用保険の加入記録及び申立人が提出した昭和 41 年

10 月の社員旅行の写真から、申立人が申立期間当時Ｂ社に勤務していたこと

は推定できる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時３か月間の試用期間を設けており、同期間中

は雇用保険に加入させるが厚生年金保険は加入させず厚生年金保険料も控除

していなかったと陳述していることから、申立人は申立期間に係る厚生年金保

険料を給与から控除されていなかったと考えられる。このことは、申立人と同

様に昭和 41 年９月１日に雇用保険の資格取得をしている同僚が、３か月後の

同年 12 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることからも裏付け

られる。 

このほか、申立人が申立期間③において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3795 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  男 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 17年生 

住        所  ：   

           

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 44年４月１日から 46年４月１日まで 

          ② 昭和 46年４月１日から 50年４月１日まで 

          ③ 昭和 60年２月１日から同年６月１日まで 

     社会保険庁に、Ａ社及びＢ社での厚生年金保険の加入記録を照会したと

ころ、Ａ社の勤務期間は加入記録が無く、Ｂ社の勤務期間は加入事業所名

簿に記録が無いと回答を受けた。Ａ社の期間はＣ業務従事者として勤務し

ており、Ａ社に問い合わせを行ったところ現在はＣ業務従事者の場合でも

社会保険に加入させるとの回答があった。給与明細等の資料は処分してし

まったが、保険料を事業主から控除されていたと思われる。申立期間につ

いて厚生年金の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶している５人の同僚のうち、連絡先が判明した１人に確認した

ところ、申立人が申立期間において、Ａ社に在籍していたと回答しており、申

立人が、申立期間①に同社に在籍していたことは推定できる。 

しかし、Ａ社では、「人事記録及び出勤簿等の労務管理資料並びに給与支給

に関する資料を確認したが、申立人の在籍確認及び厚生年金保険の加入状況は

確認できなかった。」と回答しており、また、雇用保険の記録では、申立人の

同社における加入記録は確認できなかった。 

さらに、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、申立人陳述の当時の保険料月額について、当時の保険料月

額と相違がみられ、これを確認できる関連資料及び周辺事情は確認できなかっ

た。 



 
 

 

申立人は、義父が経営するＢ社に昭和 46 年４月１日から 50 年４月１日ま

での期間（申立期間②）及び 60年２月１日から同年６月１日までの期間（申

立期間③）勤務し、事業主により厚生年金保険料を控除されていたと申し立

てている。 

しかし、Ｂ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所と

しての記録は無く、労働保険の適用事業所としての記録も無い。 

  また、申立人が記憶している４名の同僚のうち、連絡先が判明した１名は、

申立人が申立期間②の期間にＢ社で勤務していた記憶は無いと回答してお

り、申立人から聴取した同社の顧問税理士によると、「申立人は常勤とはい

えない勤務実態であったと思う。」と回答をしている。 

さらに、上記同僚は、Ｂ社は社会保険制度に加入しておらず、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていなかったと陳述している。 

このほか、申立人が、申立期間②及び③当時、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる関係資料及び周辺事情も見当

たらない。 

これらの事情及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3796 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 24年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 44年４月１日から 61年４月１日まで 

     社会保険庁に、Ａ社での厚生年金保険の加入記録を照会したところ、加

入事業所名簿に記録が見当たらないと回答を受けた。昭和 44 年に 20 歳で

学校卒業後、実父が経営するＡ社で勤務し、その後 61 年３月 31 日まで役

員として残っていた。給与明細等の資料は処分してしまったが、保険料を

事業主から控除されていたと思われる。申立期間について厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の所在地を管轄する法務局に法人登記の有無について照会したところ、

商業登記簿謄本の記録は無い旨回答があったが、県のＢ業務を管轄するＣ会に

おいて、同社が昭和 37年９月 25日に開業 61年３月 31日に廃業されている記

録が確認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無く、労働保険の適用事業所としての記録も無い。 

また、申立人が記憶している４人の同僚のうち、連絡先が判明した１人は、

申立人が申立期間当時Ａ社で勤務していた記憶は無いと回答しており、申立人

から聴取した同社の顧問税理士によると申立人は常勤とはいえない勤務実態

であったと思うとの回答をしている。 

さらに、上記同僚は、Ａ社は社会保険制度に加入しておらず、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていなかったと陳述している。 

このほか、申立人が、申立期間当時、事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事情及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3797 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年 11月１日から 34年２月 28日まで 

     昭和 62年５月 25日主人が亡くなった時に、遺族年金の手続をする際に念

のため私の記録を調べてもらったら、後日(昭和 62年８月 17日付け)脱退手

当金が支給済みとの回答書をもらった。 

    退職する際に会社からは給与以外の金員は何も受け取っていないし、同僚

にも脱退手当金等の年金に関する金銭的保証は一切受けていないとの陳述

を得ている。 

納得がいかないまま今日に至ったが、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた期間の脱退手当金を、受給していないとして 

いる。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約３か月後の昭和34年５月11日に支給決定されていること

が確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同一時期(お

おむね１年以内)に受給要件を満たし資格を喪失した女性 13人について、脱退

手当金の支給記録を確認したところ、受給者は申立人を含め 12 人であり、う

ち 11 人が資格喪失後約４か月以内に支給決定されており、支給決定日が同一

日となっている受給者が散見されるほか、当時は通算年金制度創設前であった

ことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求

がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤り



 
 

は無いほか、被保険者台帳には脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬

月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3798 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年３月 22日から同年９月 25日まで 

         ② 昭和 29年２月３日から 31年 11月１日まで 

         ③ 昭和 31年 10月 30日から同年 12月 30日まで 

         ④ 昭和 32年２月 19日から 38年５月 25日まで 

         ⑤ 昭和 39年４月 1日から 40年 11月 23日まで 

60歳で厚生年金保険の裁定請求をしたところ、昭和 28年３月 22日から 

40年 11月 23日まで厚生年金保険適用事業所に勤務していた期間について、

Ｂ社会保険事務所で脱退手当金支給済みであると聞かされた。 

その後、幾度か社会保険事務所に行ったが、支給済みということで相手に

されずあきらめて今日に至った。 

Ａ社を辞めるときは退職金ももらっていない。社会保険事務所の場所も知

らないので、自分で手続に行くことも無い。脱退手当金をもらったとされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金について、請求した記憶は無く、受給

していないとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の被保険者名簿には脱退手当金の支給を

意味する「脱」表示が記されているとともに、支給額に計算上の誤りは無く、

また、申立人の脱退手当金はＡ社を退職し厚生年金保険被保険者資格の喪失日

である昭和 40年 11月 23日から約５か月後の 41年４月 11日に支給決定され

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3799 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年２月 10日から 34年２月１日まで 

厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社に勤務していた期間について、脱退手当金支給済みとの回答を

受けた。 

私は、脱退手当金の請求もしていないし、受け取ってもいないので、申立

期間について厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約５か月後の昭和34年６月19日に支給決定されていること

が確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が記載されてい

るページを含む前後 10ページに記載されている女性のうち、申立人と同一時

期(おおむね１年以内)に受給要件を満たし資格を喪失した者 20人について、

脱退手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 19人に支給記録が確

認でき、うち 17人が資格喪失日から約６か月以内に支給決定がなされている

上、支給決定日が同一日となっている受給者が複数散見されるとともに、当時

は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人についてもその委任

に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記されているほか、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無

いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



 
 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3800 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年６月 22日から 55年 12月１日まで 

    私は、昭和 53 年５月９日にＡ社に就職し、58 年９月 25 日に退職するま

で同事業所に継続して勤務していた。 

    しかし、社会保険庁の記録では、54年６月 22日から 55年 12月１日まで

の期間が厚生年金保険の未加入期間とされているので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社での昭和 41年２月１日から 58年５月 27日までの在籍が同事業所に係

る厚生年金保険被保険者名簿により確認できる同僚の証言から、申立人が、申

立期間も継続して同事業所に在籍していたことは推定できる。 

しかし、Ｂ厚生年金基金の記録をみると、申立人は、昭和 54年６月 22日に

Ａ社での被保険者資格を喪失し、その後、55 年 12月１日に同事業所での被保

険者資格を再取得していることが確認でき、社会保険庁の記録と一致してい

る。 

また、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿

から、申立人は、昭和 55年 12月１日に同事業所での以前の健康保険番号とは

別の健康保険番号で被保険者資格を再取得していること、及び申立期間の健康

保険番号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認できる。 

さらに、申立期間中にＡ社からの標準報酬月額算定基礎届が２回行われてい

るにもかかわらず、同事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間

における申立人の標準報酬月額の定時決定の記録は無い。 

加えて、Ａ社は平成３年１月 31 日に社会保険の適用事業所に該当しなくな

っており、当時の事業主及び事務担当者は既に死亡しているため、申立人の申



 
 

立期間に係る厚生年金保険料の控除について陳述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3801 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 10月 31日から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 63年 12月 30日から 64年１月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 47年４月１日から 61年 10月 31日までＢ業務従事者と

して勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の

喪失日は昭和 61年 10月 31日となっており、同年 10月が厚生年金保険の未

加入期間となっている。 

私が退職した昭和61年10月分の給与から社会保険料が控除されていたこ

と、及び次の勤務先にはＡ社退社後に期間を空けずに入社したことから、申

立期間①を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

また、Ｃ社に昭和 61年 11月１日から 63 年 12月 31日までＢ職として勤

務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ｃ社での厚生年金保険被保険者資格喪

失日は昭和 63年 12月 30日であり、同年 12月が厚生年金保険の未加入期間

となっている。 

Ｃ社でも、在職期間の最終月まで社会保険料が控除されていたと記憶して

おり、同社を退社してすぐに次の勤務先に就職していることから、申立期間

②を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険加入記録及びＡ社保管の社員名簿における申

立人の離職日並びにＤ健康保険組合の被保険者台帳における申立人の被保険

者資格の喪失日は、社会保険庁の記録とすべて符合していることが確認できる

上、申立人提出の昭和 61 年の源泉徴収票の摘要欄にも、同社を同年 10 月 30



 
 

日に退職した旨の記載が確認できる。 

また、申立人提出の昭和 61 年給与所得の源泉徴収票に記載された社会保険

料等の控除額から判断すると、申立人が同年 10 月の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていなかったものとみるのが相当である。 

申立期間②について、雇用保険加入記録をみると、申立人のＣ社の離職日は

昭和 63年 12月 29日となっており、社会保険庁の記録と符合している。 

また、Ｃ社では、申立人の同社の昭和 63年 12月の最終出社日は 29日であ

ったため、申立人の退職日を同日付けとしたとしており、同社提出の健康保険

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から、同社が申立人の被保険者資格

喪失日を同年12月30日とする社会保険庁の記録どおりの届出を行っているこ

とが確認できる。 

さらに、Ｃ社では、「厚生年金保険等の社会保険料は翌月控除しており、給

与の支払方法は月末締切、当月 25 日支払い（５日間分を先払い）であること

から、社員が退職月の末日まで在職していた場合、退職月の給与から２か月分

の保険料を控除する。」としているところ、申立人提出の昭和 63年 12月分の

給与明細書をみると、１か月相当額の厚生年金保険料しか控除されていないこ

とが確認できる。 

なお、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 14 条に

おいては、資格の喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日と

されていることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、申立期

間①については昭和 61 年 10 月 31 日、申立期間②については 63 年 12 月 30

日であり、申立人の主張する 61年 10月及び 63年 12月は、厚生年金保険の被

保険者期間とはならない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3802 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年５月１日から 37年５月１日まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 32年５月１日から 37年５月１日までの期間

に係る脱退手当金が支給済みとなっている。 

    しかし、私は、脱退手当金を受給しておらず、請求した記憶も無い。 

Ａ社を退職後に結婚し、すぐに妊娠したので、私自身が脱退手当金を請求

できるような状況ではなかった。 

申立期間に係る脱退手当金を受給したこととされているのは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給しておらず、請求した記憶も無

く、当時は妊娠中であったため、申立人自身が脱退手当金を請求できるような

状況ではなかったとしている。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人の氏名は、同社での被保険者資格の喪失後の昭和 37 年８月 16

日に旧姓から新姓に変更されており、申立期間の脱退手当金が同年 12月 11日

に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が

行われたと考えるのが自然である。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 3803 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年１月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 24年８月１日から 25年１月１日まで 

③ 昭和 25年ごろ 

             ④ 昭和 27年１月１日から同年５月１日まで 

             ⑤ 昭和 27年７月６日から同年 12月１日まで 

     厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社での厚

生年金保険の加入記録が昭和 24 年５月１日から同年８月１日となっている

が、自分の記憶では同社に１年近く勤務していたはずである。（申立期間①

及び②） 

また、昭和 25 年ごろ、Ｂ地域にあったＣ社でＧ業務に従事していたが、

同店で働いていた期間の厚生年金保険の加入記録が無い。（申立期間③） 

さらに、Ｄ社で勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が昭和 27 年５月

１日から同年７月６日となっているが、自分の記憶では同社に１年近く勤務

していたと思う。（申立期間④及び⑤） 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②については、申立人は、Ａ社に昭和 24 年１月から１年近

く勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社の後継会社であるＥ社には、申立期間当時の人事記録等が保管

されていないため、申立人の在籍及び社会保険料控除について確認することが

できない。 

また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において確認できる同僚は、既に死

亡しているか連絡先が不明なため申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険

料控除について確認することができない。 

   さらに、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立期間において健康



 
 

保険番号の欠落は見られない。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により厚生年金保険料を控除

されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間③については、Ｃ社の同僚の証言から、期間を特定できないものの

申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人は、Ｃ社は全社で約 50人、Ｂ地域だけで約 20人の従業員が

勤務していたと陳述しているが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、

健康保険番号の欠落は見られない上、新規適用時（昭和 24 年２月１日）から

適用事業所に該当しなくなる（昭和 25年８月 20日）までの期間で、最も被保

険者数が多い時期で 34 人の記録が確認されるのみであり、申立人及び申立人

が名前を記憶している同僚２人の名前は確認できない。 

また、Ｃ社の後継会社であるＦ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、新

規適用時（昭和 25年９月１日）に 11人の被保険者が確認できるが、申立人及

び申立人が名前を記憶している同僚２人の名前は確認できないうえ、健康保険

番号の欠落は見られない。 

これらのことから、事業主は当時、一部の社員について厚生年金保険の加入

手続を行わなかったものと推測される。 

このほか、申立人が申立期間当時、事業主により厚生年金保険料を控除され

ていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間④及び⑤については、Ｄ社の同僚の陳述から、申立人が昭和 27 年

５月以前から同社に勤務していたことが推測される。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和 27 年５月１日であり、申立期間④は、同社は厚生年金保険の

適用事業所ではない。  

また、Ｄ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は昭和 27 年７月

６日に被保険者資格を喪失しているところ、申立人の欄に「証返納済」の押印

が確認できるうえ、同年７月に同社に入社した同僚は、「ほかの同僚は覚えて

いるが、申立人は知らない。」と陳述している。 

さらに、Ｄ社の厚生年金保険被保険者名簿において、健康保険番号に欠落は

見られない。 

このほか、申立人が申立期間のうち、記録が確認される期間を除いて、事業

主により厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当

たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間のうち記録が確認される期間を除いた期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3804 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨等 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年ごろから 31年４月ごろまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同事業所には、

昭和 30年ごろから 31年４月ごろまで勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した社員旅行の写真及び同僚の証言から、申立人が申立期間当 

時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、社会保険事務所において厚生年金保険の適用事業所

としての記録は無く、また、公共職業安定所において雇用保険の適用事業所と

しての記録も無い。 

さらに、申立人は、Ａ社の事業主及び一緒に勤務した同僚７人の氏名を記憶

していたものの、これらの事業主及び同僚は、いずれも申立期間当時の厚生年

金保険被保険者記録が確認できないことから、連絡先が不明のため申立人の申

立期間に係る勤務実態及び保険料控除についての陳述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3805 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月１日から 52年２月 28日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。同社には、昭和 48年６月１日から平成６年１月 13日まで継続して勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の退職証明書により、申立人は、申立期間も同社に継続して勤務してい 

たことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社が保有する申立人に係る報酬支払明細書（外務員用）に

よれば、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を控除されていないこ

とが認められる。 

また、Ａ社は、「当時の外務員についての厚生年金保険加入は本人の希望に

即しており、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料については、本人の申出

が無かったため控除していなかった。」と回答している。 

さらに、Ａ社が保有する申立人に係る厚生年金保険資格取得確認通知書によ

れば、申立人は、社会保険事務所の記録どおり、昭和 52 年３月１日に厚生年

金保険の資格を取得し、平成６年１月 13 日に同社において資格を喪失してい

ることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3806 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 47年８月 19日から同年９月２日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）に勤務していた期間のうち、Ａ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に勤務

となった申立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には、退職するま

で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に昭和 47年８月 19日から同年９月２日までについても継続

して勤務していたと申し立てている。 

   しかし、公共職業安定所における雇用保険の記録及びＢ社厚生年金基金(旧

Ａ社厚生年金基金)の記録は、申立人に係る社会保険事務所の記録と一致して

いることが確認できる。 

また、Ａ社Ｄ支店で、申立期間当時、人事権のあった元上司は、｢当時、女

性職員の遠隔地への転勤は認められなかったため、申立人はＣ支店をいった

ん退職し、Ｄ支店で再雇用されていた。｣と供述しており、さらに、同社Ｄ支

店の同僚１人も、「申立人が再雇用されたと話していたことを覚えている。」

と供述している。 

   このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 37年３月１日から 39年１月１日まで 

    私は、同郷の同僚の紹介により、Ａ社Ｂ支社に就職し、同社の社員寮に入

寮してＣ業務従事者として勤務していたが、社会保険庁の記録では、同社で

勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無く、納得できない。申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、Ａ社にＣ業務従事者として勤務していたことは、申立期間当時、

同社で勤務していた同僚２人の証言により推認できる。 

   しかしながら、Ａ社には、当時の人事記録等が残されていないことから、申

立人の同社における在籍及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

また、上記の同僚２人が、申立人と同じ郷里からＣ業務従者としてＡ社Ｂ

支社に勤務したとする６人についても、社会保険庁の記録において、申立期

間に係る同社の被保険者記録を確認することができない。 

さらに、Ａ社は、申立期間当時の同社Ｂ支社の従業員及び社員寮の利用者

には、期間の定めのある従業員等も在籍していた旨、回答している。 

加えて、申立人は、健康保険被保険者証の交付及び社会保険料の控除につ

いて明確に記憶していない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 46年２月 12日から同年８月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 45年７月 15日にＢ業務従事者として就職し、同社はそ

の後､Ｃ社に社名変更されるが､49年４月７日まで勤務した｡しかし、社会保

険庁の記録では、申立期間が厚生年金保険に未加入となっており、納得でき

ない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社にＢ業務従事者として勤務していた同僚二人の証言により、申立人が申

立期間においてＤ店でＢ職として勤務していたことが推認できる。 

   しかしながら、Ａ社及び同社の業務を受け継ぐＣ社には、当時の人事記録等

が保管されておらず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

また、Ｃ社の現在のマネージャー（総務担当）は、「昭和 46年当時、Ｅ店

のＢ職であった申立人は、同年２月 12日のＤ店の開店を契機にＣ社へＢ業務

指導員として転籍してもらい、同社からＤ店に派遣として勤務してもらった。

その間、申立人の給与から社会保険料は控除していないと思う。その後、同

社が同年８月２日に厚生年金保険の新規適用事業所となったことに伴い、申

立人の資格の取得の手続を行った。」と回答している。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、申立人に明確な記憶は無く、また、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 3809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 10月から 63年９月まで 

             ② 平成５年５月 17日から８年６月 13日まで 

社会保険庁の記録によれば、Ａ社における厚生年金保険被保険者期間（昭

和 55年８月９日から平成３年９月 29日まで）のうち、昭和 61年 10月から

63年９月までの期間の標準報酬月額が８万 6,000円から 10万 4,000円とな

っているが、実際には当該期間において 35万円から 36万円の給与を受け取

っていた。 

また、社会保険庁の記録によれば、Ｂ社における厚生年金保険被保険者期

間（平成５年５月 17 日から８年６月 13日まで）の標準報酬月額が 16万円

となっているが、実際には当該期間において 35万円から 36万円の給与を受

け取っていた。 

申立期間の標準報酬月額を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 

61 年 10 月から 63 年９月までの標準報酬月額が実際の給与支給額と比べて低

いと申し立てているところ、申立人から給与明細書等の提出は無く、これを確

認できる資料も見当たらなかった。 

また、申立人と同時期にＡ社に入社した同僚 20 人の社会保険庁の記録にお

ける標準報酬月額の変遷について確認したところ、11 人について減額改定さ

れた実績があり、さらに、標準報酬月額が 34 万円以上の者は見当たらないこ

とが分かる。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務していた期間（平成５年５月



 
 

17日から８年６月 13日まで）の標準報酬月額が実際の給与支給額と比べて低

いと申し立てているところ、申立人から給与明細書等の提出は無く、これを確

認できる資料も見当たらなかった。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時、基本給のみを標準報酬月額とすることを組

合との間で合意していたことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて社会保険庁の記録どおりの届出を行ったはずである。」と回答している。 

さらに、申立人と同時期にＢ社に入社した同僚 19 人の社会保険庁の記録に

おける標準報酬月額の変遷について確認したところ、標準報酬月額が 34 万円

以上の者は１人のみであることが分かる。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、その主張する標準報酬月額

に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事情も見

当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、

厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


